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後
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の
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要
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は
じ
め
に

自
治
・
支
配
を
め
ぐ
っ
て

は
じ
め
に

❶
一
五
世
紀
後
期
〜
一
六
世
紀
前
期
の
堺
の
都
市
構
造

❷
一
六
世
紀
中
期
の
都
市
構
造
の
変
容

❸
織
田
権
力
期
の
都
市
構
造

お
わ
り
に

本
稿
は
、
室
町
後
期
（
一
五
世
紀
後
期
）
か
ら
織
田
権
力
期
（
一
六
世
紀
後
期
）
ま
で
を
対
象
と

し
て
、
堺
に
お
け
る
自
治
お
よ
び
支
配
の
構
造
と
そ
の
変
容
過
程
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
該

期
は
中
近
世
移
行
期
と
し
て
「
荘
園
制
か
ら
村
町
制
へ
」
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
社
会
構
造
が
大
き
く
変
容
す
る
時
期
で
あ
る
。
堺
に
お
い
て
も
堺
南
北
荘
の
存
在
や
、
近
世
都
市

の
基
礎
単
位
に
な
る
町
共
同
体
の
成
立
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
総
体
と
し
て
の
都
市
構
造

の
変
容
の
追
究
が
必
要
で
あ
っ
た
。

検
討
の
結
果
、
堺
南
北
荘
を
枠
組
み
と
す
る
荘
園
制
的
社
会
構
造
か
ら
町
共
同
体
を
基
盤
と
し
た

地
縁
的
自
治
構
造
が
主
体
と
な
る
社
会
構
造
へ
の
移
行
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
分
水
嶺
は
地
縁
的
自
治

構
造
が
都
市
全
体
に
展
開
し
た
一
六
世
紀
中
期
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
期
に
、
そ
の
よ
う
な
社

会
構
造
の
変
容
と
連
動
し
て
支
配
権
力
の
交
代
、
有
力
商
人
層
（
会
合
衆
）
の
交
代
と
い
っ
た
大
き

な
変
化
が
生
じ
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
が
記
し
た
堺
の
「
平
和
領
域
性
」
や
自
治
の
象
徴
と
さ
れ
る

環
濠
の
形
成
は
、
当
該
期
の
地
縁
的
自
治
構
造
（
都
市
共
同
体
）
の
展
開
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
様
々
な
部
位
で
変
化
を
遂
げ
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
一
六
世
紀
中
期
の

都
市
構
造
が
、
近
世
的
都
市
構
造
と
し
て
一
六
世
紀
後
期
以
降
に
継
承
さ
れ
て
い
く
と
見
通
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
堺
、
中
近
世
移
行
期
、
都
市
構
造
、
変
容
、
自
治
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は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
室
町
後
期
か
ら
織
田
権
力
期
を
対
象
と
し
て
、
堺
に
お
け
る
自

治
お
よ
び
支
配
の
構
造
と
そ
の
変
容
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

中
世
堺
の
研
究
史
で
は
、
早
く
か
ら
自
治
構
造
の
解
明
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
主

な
研
究
と
し
て
原
田
伴
彦
氏
や
豊
田
武
氏
の
「
自
由
都
市
論
）
1
（

」や
網
野
善
彦
氏
の
「
無

縁
・
公
界
論
」が
出
さ
れ
た
）
2
（

。前
者
が
経
済
力
を
基
に
し
て
都
市
民
が
勢
力
を
伸
ば
し
、

領
主
権
力
と
対
抗
す
る
中
で
自
立
化
し
た
こ
と
を
、
後
者
が
都
市
や
都
市
民
が
有
す

る
無
縁
性
を
、
そ
れ
ぞ
れ
自
治
の
根
源
と
し
て
い
る
が
、
中
世
後
期
の
堺
に
お
い
て

有
力
商
人
か
ら
な
る
会
合
衆
が
自
治
を
主
導
し
た
と
す
る
点
は
一
致
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
「
堺
＝
会
合
衆
が
主
導
す
る
自
治
都
市
」
と
の
イ
メ
ー
ジ
が

定
着
し
た
。

　

し
か
し
、
自
治
の
主
体
に
つ
い
て
は
異
な
る
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る
。
朝
尾
直
弘

氏
は
、
近
世
都
市
の
基
礎
単
位
と
な
る
町
共
同
体
が
一
六
世
紀
の
堺
に
お
い
て
も
住

民
の
自
治
組
織
の
基
礎
で
あ
る
と
し
た
。
町
共
同
体
は
住
民
の
家
屋
敷
・
財
産
・
信

用
の
共
同
保
全
を
目
的
と
し
た
地
縁
的
組
織
で
、
貢
租
の
と
り
ま
と
め
や
検
断
権
を

有
す
る
自
治
組
織
で
あ
り
）
3
（

、
会
合
衆
は
そ
う
し
た
平
準
な
町
共
同
体
同
士
の
対
立
を

調
整
・
裁
判
す
る
機
能
を
持
つ
上
位
機
関
で
あ
る
と
し
た
）
4
（

。
近
世
都
市
と
の
連
続
性

を
視
野
に
入
れ
て
、
町
共
同
体
を
自
治
構
造
の
主
体
と
考
え
、
会
合
衆
の
役
割
を
限

定
的
に
捉
え
る
新
し
い
自
治
都
市
論
で
あ
る
。
ま
た
吉
田
豊
氏
は
、
以
前
の
研
究
で

特
に
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
堺
の
南
北
の
地
域
区
分
に
も
留
意
し
、
都
市
全
体
の

運
営
や
外
交
・
防
衛
、
諸
勢
力
間
の
利
害
調
整
は
南
北
で
一
つ
の
会
合
衆
が
担
い
、

民
生
・
防
犯
は
南
北
別
で
あ
っ
た
惣
中
が
、
日
常
的
な
共
同
体
運
営
は
個
別
町
（
町

共
同
体
）
が
担
当
す
る
と
し
た
）
5
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
中
世
都
市
堺
の
自
治
構
造
研
究
は
、
自
治
の
担
い
手
や
権
限
、

地
域
区
分
を
視
野
に
入
れ
て
展
開
し
て
き
た
が
、
以
上
の
研
究
に
共
通
す
る
問
題
点

と
し
て
、
支
配
権
力
の
存
在
を
外
在
的
に
捉
え
、
支
配
権
力
を
都
市
構
造
に
組
み
込

ん
だ
立
論
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
中
世
後
期
の

堺
を
め
ぐ
っ
て
は
多
く
の
支
配
権
力
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
お

り
）
6
（

、
こ
れ
ら
の
権
力
を
含
む
、
都
市
の
全
体
構
造
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま

た
、
朝
尾
直
弘
氏
や
吉
田
豊
氏
の
町
共
同
体
を
組
み
込
ん
だ
自
治
構
造
論
は
、
近
世

の
都
市
構
造
を
中
世
へ
遡
及
さ
せ
て
推
論
す
る
な
ど
、
同
時
代
史
料
で
の
実
証
的
な

論
証
を
経
て
い
な
い
問
題
点
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
課
題
を
受
け
、
拙
稿
で
は
一
五

世
紀
後
半
か
ら
一
六
世
紀
前
半
に
お
け
る
堺
の
都
市
構
造
を
主
に
同
時
代
史
料
を
用

い
て
検
討
し
、
堺
北
荘
・
南
荘
の
枠
組
み
が
堺
の
基
本
構
造
で
あ
り
、
そ
の
枠
組
み

の
下
で
領
主
権
力
が
一
定
の
公
権
力
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
支
配
に
対
応
す
る

形
で
南
北
単
位
の
地
縁
的
共
同
体
が
存
在
し
、
一
六
世
紀
中
期
ま
で
に
町
共
同
体
が

自
治
の
基
礎
単
位
と
し
て
現
れ
、
荘
中
―
町
共
同
体
か
ら
な
る
重
層
的
な
地
縁
的
共

同
体
が
都
市
自
治
の
基
本
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
、
会
合
衆
は
第
一
義
的
な
都
市
自
治

に
は
関
与
し
な
い
が
、
地
縁
的
共
同
体
だ
け
で
は
処
理
仕
切
れ
な
い
堺
全
体
に
関
わ

る
問
題
に
対
処
し
、
経
済
力
を
背
景
に
地
域
の
秩
序
維
持
に
力
を
発
揮
す
る
「
有
徳

人
」的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
、こ
れ
ら
の
総
体
と
し
て
堺
の
都
市
構
造
が
成
り
立
っ

て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
）
7
（

。

本
稿
で
は
、
拙
稿
の
検
討
を
土
台
と
し
、
拙
稿
で
は
対
象
外
で
あ
っ
た
戦
国
後

期
か
ら
織
田
権
力
期
ま
で
（
一
六
世
紀
中
〜
後
期
）
を
範
囲
に
入
れ
て
、
室
町
後
期

か
ら
織
田
権
力
期
に
か
け
て
の
堺
の
都
市
構
造
の
変
容
を
検
討
し
た
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
は
、
中
世
後
期
の
堺
の
都
市
構
造
に
つ
い
て
静
態
的
な
描

写
が
ほ
と
ん
ど
で
、
そ
の
期
間
に
お
け
る
変
容
を
追
究
す
る
と
い
う
動
態
的
な
視
角

は
乏
し
か
っ
た
）
8
（

。
そ
の
理
由
は
、「
会
合
衆
が
主
導
す
る
自
治
都
市
」
像
が
通
説
化

し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
斯
様
な
自
治
の
内
実
を
さ
ら
に
追
及
す
る
か
、
あ
る
い
は

そ
の
通
説
を
批
判
す
る
か
、
と
い
う
研
究
視
角
に
偏
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
し
か

し
戦
国
期
か
ら
織
豊
期
に
か
け
て
は
中
近
世
移
行
期
と
し
て
、
か
つ
て
勝
俣
鎭
夫

氏
が
「
荘
園
制
か
ら
村
町
制
へ
」
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
を
示
し
た
よ
う
に
）
9
（

、
社
会
構
造
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が
大
き
く
変
化
し
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
堺
に
お
い
て
も
、
中
世
後
期
を
通
じ
て
堺

北
荘
・
南
荘
と
い
う
荘
園
制
的
枠
組
み
に
規
制
さ
れ
た
構
造
が
存
在
し
、
同
時
に
、

一
六
世
紀
前
半
に
は
近
世
都
市
の
基
礎
単
位
と
な
っ
て
い
く
町
共
同
体
の
成
立
が
確

認
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
都
市
構
造
は
一
六
世
紀
中
後
期
に
か
け
て
ど
の
よ
う
に
変

容
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

都
市
構
造
の
変
容
と
い
う
観
点
に
引
き
付
け
て
、
改
め
て
堺
の
研
究
史
を
振
り

返
っ
て
み
る
と
、
一
六
世
紀
中
期
に
生
じ
る
特
徴
的
な
事
象
に
注
目
し
た
指
摘
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
の
「
自
由
都
市
論
」
で
は
、
一
六
世
紀
中
期
に
自
治

性
が
最
も
高
ま
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
）
10
（

。
こ
れ
は
、
都
市
自
治
と
支
配
権
力
と
を

対
抗
関
係
と
し
て
捉
え
、
当
該
期
の
三
好
権
力
が
比
較
的
不
安
定
な
権
力
で
あ
っ
た

と
す
る
見
方
と
も
連
動
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
見
方
は
現
在
の
研
究
水
準
で
は
そ
の

ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
が
堺
を
「
自
由

市
で
大
い
な
る
特
権
と
自
由
を
有
し
、
共
和
国
の
如
き
政
治
を
行
っ
て
い
る
）
11
（

」
等
と

評
価
し
た
の
は
ま
さ
に
一
六
世
紀
中
後
期
の
こ
と
で
あ
り
、
当
該
期
の
堺
が
高
度
な

自
治
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
史
料
的
に
も
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
事

象
を
都
市
構
造
の
変
容
の
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
こ

よ
う
。
ま
た
堺
の
有
力
商
人
層
に
つ
い
て
、
遣
明
船
貿
易
に
関
わ
っ
た
貿
易
商
人
た

ち
が
遣
明
船
貿
易
が
途
絶
す
る
と
軒
並
み
姿
を
消
し
、
代
わ
っ
て
織
豊
期
に
活
躍
す

る
今
井
宗
久
・
津
田
宗
及
な
ど
の
納
屋
衆
（
問
屋
層
）
が
登
場
す
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
）
12
（

、
そ
の
時
期
も
一
六
世
紀
中
期
に
あ
た
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
有
力
商

人
層
は
堺
の
会
合
衆
の
構
成
員
と
重
な
っ
て
く
る
。
こ
の
事
象
に
つ
い
て
も
、
商
業

形
態
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
都
市
構
造
の
変
容
の
中
に
位
置
づ
け
て
解
釈
す
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
六
世
紀
中
後
期
ま
で
見
通
し
て
堺
の
都
市
構
造
の
変
容
を
検

討
す
る
中
で
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
た
堺
の
特
徴
的
な
事
象
も
そ
の
中
に
位
置
付
け

直
し
、
再
評
価
を
試
み
た
い
。

❶
一
五
世
紀
後
期
〜
一
六
世
紀
前
期
の
堺
の
都
市
構
造

本
章
で
は
、
検
討
対
象
と
す
る
室
町
後
期
か
ら
織
田
権
力
期
ま
で
の
う
ち
、
そ

の
前
半
で
あ
る
一
五
世
紀
後
期
か
ら
一
六
世
紀
前
期
に
か
け
て
の
都
市
構
造
を
検
討

す
る
）
13
（

。

1　

堺
の
空
間
構
造

　

堺
は
東
側
か
ら
続
く
洪
積
段
丘
下
位
面
か
ら
、
西
側
の
大
阪
湾
岸
に
面
し
て
南
北

方
向
に
形
成
さ
れ
た
砂
堆
上
の
微
高
地
に
か
け
て
立
地
し
て
い
る
）
14
（

。
一
見
し
て
一
つ

の
地
域
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
砂
堆
を
横
切
っ
て
ほ
ぼ
正
東
西
方
向
に
伸
び
る

大
小
路
を
境
と
し
て
、
北
側
が
摂
津
国
住
吉
郡
、
南
側
が
和
泉
国
大
鳥
郡
で
あ
り
、

荘
園
と
し
て
も
堺
北
荘
・
南
荘
に
分
か
れ
る
。
こ
の
南
北
の
区
分
は
近
世
堺
の
町
政

構
造
に
お
い
て
も
同
地
点
を
境
と
し
て
北
組
・
南
組
に
分
か
れ
て
お
り
、
通
時
的
に

重
要
な
規
定
性
を
持
っ
て
い
た
。

　

朝
尾
直
弘
氏
は
近
世
の
町
政
構
造
に
お
け
る
本
町
の
分
布
に
つ
い
て
、
北
荘
で
は

堺
を
南
北
に
貫
く
大
道
（
紀
州
街
道
）
沿
い
に
一
本
線
状
に
連
な
っ
て
本
町
が
展
開

す
る
の
に
対
し
て
、
南
荘
で
は
開
口
神
社
、
宿
院
を
中
心
と
し
て
大
小
路
や
大
道
を

取
り
込
み
な
が
ら
面
的
に
展
開
し
て
お
り
、
都
市
の
形
成
過
程
に
南
北
で
差
異
が
あ

る
可
能
性
を
指
摘
し
た
）
15
（

。
開
口
神
社
は
南
荘
の
鎮
守
で
、
中
近
世
で
は
三
村
社
（
三

村
大
明
神
）
と
呼
ば
れ
、
神
宮
寺
で
あ
る
念
仏
寺
と
と
も
に
「
大
寺
」
と
も
呼
ば
れ

た
。
ま
た
住
吉
神
社
の
別
宮
と
い
う
由
緒
を
持
つ
。
一
方
の
宿
院
は
住
吉
神
社
の
御

旅
所
で
あ
る
。
開
口
神
社
と
宿
院
は
共
に
住
吉
神
社
と
深
い
関
わ
り
を
有
す
る
。
住

吉
神
社
に
関
わ
る
施
設
が
都
市
空
間
の
中
核
に
位
置
す
る
こ
と
は
都
市
構
造
を
分
析

す
る
上
で
非
常
に
重
要
な
事
柄
で
あ
り
、
後
段
に
て
検
討
し
た
い
。
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2　

堺
の
支
配
構
造
と
地
縁
的
共
同
体

　

中
世
の
支
配
権
力
は
、
基
本
的
に
北
荘
・
南
荘
の
枠
組
み
を
介
し
て
堺
に
臨
ん
で

い
た
。

摂
津
国
堺
北
荘
は
、
一
五
世
紀
初
頭
以
来
、
摂
津
国
住
吉
郡
守
護
に
な
っ
て
い
た

細
川
惣
領
（
京
兆
）
家
が
支
配
し
て
い
た
）
16
（

。
実
際
に
現
地
の
支
配
に
あ
た
っ
て
い
た

の
は
細
川
京
兆
家
の
内
衆
で
あ
る
香
西
氏
で
）
17
（

、
一
六
世
紀
前
期
の
天
文
期
に
も
そ
の

存
在
が
確
認
で
き
る
）
18
（

。
一
方
、
和
泉
国
堺
南
荘
は
、
永
享
三
年
（
一
四
三
一
）
時
点

で
相
国
寺
塔
頭
崇
寿
院
領
と
し
て
確
認
さ
れ
）
19
（

、
実
質
的
に
は
幕
府
御
料
所
と
し
て
重

要
視
さ
れ
た
が
）
20
（

、
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
に
幕
府
は
細
川
京
兆
家
の
内
衆
で
あ
る

安
富
元
家
に
堺
南
荘
を
宛
行
い
）
21
（

、
堺
南
荘
も
細
川
京
兆
家
の
支
配
下
に
入
っ
た
。
細

川
京
兆
家
に
よ
る
支
配
は
天
文
期
頃
ま
で
確
認
で
き
る
）
22
（

。

北
荘
・
南
荘
の
支
配
権
力
は
、
在
地
に
対
し
て
無
視
で
き
な
い
政
治
的
権
限
と
影

響
力
を
有
し
て
い
た
。
例
え
ば
明
応
二
年
（
一
四
九
二
）
一
二
月
、
堺
南
荘
を
支
配

す
る
安
富
元
家
は
、
堺
南
荘
鎮
守
開
口
神
社
の
賽
銭
知
行
権
を
め
ぐ
る
開
口
神
社
神

宮
寺
念
仏
寺
と
住
吉
神
社
の
相
論
を
裁
決
し
て
い
る
）
23
（

。
ま
た
天
文
期
に
、
本
願
寺
は

「
堺
香
西
」
方
や
そ
の
配
下
の
西
山
方
へ
度
々
音
信
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
）
24
（

、

西
山
氏
を
「
堺
北
荘
政
所
」
と
認
識
し
て
い
た
）
25
（

。
細
川
京
兆
家
の
下
で
南
北
荘
の
枠

組
み
で
存
在
し
て
い
た
領
主
権
力
は
、
本
来
の
土
地
支
配
権
の
み
な
ら
ず
、
相
論
の

裁
定
ま
で
担
う
よ
う
な
政
治
的
権
限
を
有
し
、
現
地
に
お
け
る
有
力
者
と
認
識
さ
れ

る
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
堺
の
地
下
人
の
組
織
も
北
荘
・
南
荘
の
枠
組
み
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　

堺
南
荘
で
は
永
享
三
年
（
一
四
三
一
）
に
地
下
請
が
認
め
ら
れ
）
26
（

、
こ
の
頃
に
は
既

に
荘
務
を
代
行
す
る
地
下
人
の
組
織
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
南
荘
は
守
護
請

や
寺
家
の
直
務
支
配
等
が
度
々
変
遷
し
て
い
く
が
、
地
下
請
の
申
出
は
そ
の
間
も
行

わ
れ
て
い
る
）
27
（

。
少
し
年
代
は
下
る
が
、
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
に
本
願
寺
証
如
が

「
唐
船
」
の
見
学
の
た
め
に
堺
を
訪
れ
た
際
、礼
物
を
献
上
し
た
組
織
の
一
つ
に
「
南

荘
中
」
が
あ
っ
た
）
28
（

。
こ
の
よ
う
に
、
中
世
後
期
を
通
じ
て
南
荘
の
枠
組
み
で
地
下
人

が
結
集
し
た
地
縁
的
共
同
体
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

　

堺
北
荘
に
お
い
て
は
、
永
正
五
年
（
一
五
〇
八
）
八
月
に
幕
府
か
ら
出
さ
れ
た
撰

銭
令
の
宛
先
の
一
つ
に
「
堺
北
庄
名
主
沙
汰
人
中
」
が
登
場
す
る
）
29
（

。
こ
れ
は
北
荘
を

枠
組
み
と
し
て
結
成
さ
れ
て
い
た
地
縁
的
共
同
体
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
北
荘
に
対
し

て
一
定
の
管
轄
権
限
を
有
し
て
い
た
た
め
に
法
令
の
宛
先
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
堺
北
荘
、
南
荘
に
は
荘
の
枠
組
み
に
基
づ
く
地
縁
的
共
同
体
が
存
在

し
た
。
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
荘
園
制
下
の
支
配
構
造
に
対
応
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
、
荘
務
を
請
け
負
う
力
量
を
有
す
る
一
方
で
、
幕
府
法
令
の
宛
先
に
な

る
な
ど
、
一
定
の
政
治
的
権
限
を
有
し
て
お
り
、
外
部
権
力
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
存

在
で
あ
っ
た
。
堺
北
荘
・
南
荘
の
住
民
に
と
っ
て
の
第
一
義
的
な
自
治
組
織
は
、
こ

の
地
縁
的
共
同
体
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

3　

会
合
衆

　

続
い
て
、
堺
の
都
市
構
造
に
お
い
て
重
要
な
存
在
で
あ
る
会
合
衆
に
つ
い
て
検
討

す
る
。

　

文
明
年
間
に
堺
南
荘
に
居
住
し
て
い
た
禅
僧
季
弘
大
叔
の
日
記
『
蔗
軒
日
録
』
は
、

会
合
衆
の
初
見
史
料
か
つ
唯
一
の
同
時
代
史
料
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
会
合

衆
の
内
容
は
、
①
人
数
は
一
〇
名
で
）
30
（

、
②
構
成
員
と
判
明
す
る
者
は
、
三
宅
主
計
、

池
永
（
湯
川
）
入
道
、
和
泉
屋
道
栄
な
ど
）
31
（

で
あ
り
、
会
合
衆
の
活
動
と
し
て
、
③
南

荘
鎮
守
開
口
神
社
、
北
荘
鎮
守
菅
原
神
社
の
祭
礼
頭
人
を
勤
め
た
こ
と
）
32
（

、
④
季
弘
大

叔
を
通
じ
て
河
内
国
守
護
畠
山
義
就
の
重
臣
誉
田
正
康
に
兵
卒
の
乱
暴
停
止
を
依
頼

し
た
こ
と
）
33
（

、
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

構
成
員
の
一
人
で
あ
る
三
宅
主
計
は
材
木
商
人
で
、
彼
が
亡
く
な
っ
た
際
、
季
弘

大
叔
は
「
為
地
下
可
惜
之
甚
也
」
と
記
し
て
い
る
）
34
（

。
ま
た
池
永
（
湯
川
）
氏
は
、
琉

球
貿
易
船
の
運
営
や
遣
明
貿
易
船
の
請
負
を
行
っ
て
い
た
）
35
（

。
彼
ら
は
港
湾
都
市
に
特

有
の
材
木
商
や
貿
易
商
で
あ
り
、
遠
隔
地
流
通
な
ど
を
通
じ
て
莫
大
な
富
を
築
い
て
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い
た
と
思
わ
れ
る
。
会
合
衆
が
有
力
商
人
か
ら
成
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で

あ
ろ
う
。

　

会
合
衆
の
活
動
と
し
て
、
堺
の
主
要
神
社
の
祭
礼
頭
人
を
務
め
て
い
た
事
実
③
は

注
目
さ
れ
る
が
、
会
合
衆
と
寺
社
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
史
料
が
興

味
深
い
。

【
史
料
）
36
（
1
】

（
花
（
津
守
国
則
）

押
）

借
用
申
料
足
之
事

合
百
貫
文
者

右
彼
質
物
に
ハ
、
泉
州
堺
南
庄
三
村
神
前
銭
箱
入
置
候
、
但
還
進
之
間
、
彼
散
銭
之

事
者
、
為
其
方
可
為
知
行
者
也
、
何
時
も
自
是
、
以
本
銭
返
弁
申
候
者
、
可
為
此
方

知
行
候
、
仍
状
如
件

明
応
二
　

二

年
乙卯
九
月
廿
六
日

池
永
左
京
亮
殿

（
追
筆
）

「
年
預
正
海

住
吉
ヨ
リ
ノ
状
一
通
、并
ニ
寺
家
ヨ
リ
ノ
返
事
ノ
案
文
ア
リ
、明
応
二
二
年
乙卯
九
月　
日
」

【
史
料
）
37
（
2
】

此
間
者
、
依
無
差
題
目
、
久
不
申
通
候
、
仍
三
村
社
之
事
、
為
一
社
、
寺
家
へ
歎
候
処
、

被
加
御
異
言
、
属
無
為
、
殊
代
物
、
過
分
依
御
引
違
、
彼
借
状
等
送
給
候
、
一
社
大

慶
不
可
過
此
候
、
委
細
之
段
、
田
中
加
賀
守
可
申
候
、
恐
々
謹
言

九（明
応
四
年
）

月
廿
六
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
則
（
花
押
）

池
永
左
京
亮
殿

こ
れ
は
、
堺
南
荘
鎮
守
開
口
神
社
の
賽
銭
知
行
権
を
め
ぐ
る
開
口
神
社
神
宮
寺
念

仏
寺
と
住
吉
神
社
の
相
論
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
開
口
神
社

の
賽
銭
知
行
権
に
つ
い
て
は
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
一
二
月
に
南
荘
を
支
配
す
る

安
富
元
家
が
裁
許
を
下
し
、
念
仏
寺
に
よ
る
知
行
を
認
め
た
）
38
（

。
し
か
し
そ
の
後
も
こ

の
問
題
は
解
決
し
て
お
ら
ず
、
開
口
神
社
の
賽
銭
知
行
権
は
住
吉
神
社
側
が
握
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
明
応
四
年
九
月
、
住
吉
神
社
社
家
の
津
守
氏
は
池
永
左
京
亮
か

ら
銭
一
〇
〇
貫
文
を
借
用
し
、
そ
の
担
保
と
し
て
賽
銭
知
行
権
を
池
永
氏
に
与
え
た

【
史
料
1
】。
実
態
と
し
て
は
、
池
永
左
京
亮
が
こ
の
相
論
の
仲
裁
に
入
り
、
解
決
に

導
い
た
の
で
あ
ろ
う
（「
被
加
御
異
言
、
属
無
為
」）【
史
料
2
】。
池
永
氏
が
工
面
し

た
一
〇
〇
貫
文
に
つ
い
て
は
、
後
年
、
念
仏
寺
に
そ
の
債
権
が
寄
進
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
）
39
（

、
開
口
神
社
の
賽
銭
知
行
権
は
最
終
的
に
念
仏
寺
の
元
に
確
保
さ
れ
た
）
40
（

。

支
配
権
力
の
公
的
な
裁
定
を
経
て
も
決
着
し
な
か
っ
た
こ
の
相
論
が
、
最
終
的
に

は
池
永
氏
が
金
銭
を
融
通
す
る
こ
と
で
解
決
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
先
述
し
た

よ
う
に
、
池
永
氏
は
会
合
衆
の
一
員
で
、
堺
で
も
指
折
り
の
有
力
商
人
で
あ
っ
た
。

経
済
力
を
背
景
に
し
て
在
地
の
相
論
を
解
決
し
、
ま
た
こ
の
解
決
に
よ
っ
て
、
開
口

神
社
は
権
益
が
守
ら
れ
、
住
吉
神
社
も
相
当
の
金
銭
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

在
地
社
会
の
中
核
的
な
寺
社
同
士
の
関
係
悪
化
が
回
避
さ
れ
、
さ
ら
に
経
済
的
保
護

も
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
）
41
（

。

先
述
し
た
よ
う
に
、
堺
の
空
間
構
造
に
お
い
て
、
開
口
神
社
と
住
吉
神
社
の
御
旅

所
で
あ
る
宿
院
の
周
辺
に
本
町
が
展
開
し
て
お
り
、
堺
の
都
市
形
成
に
お
い
て
両
社

が
核
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
開
口
神
社
は
南
荘
鎮
守
で
あ
る
と
同
時

に
住
吉
神
社
の
堺
の
別
宮
と
い
う
由
緒
を
持
つ
が
、
一
五
世
紀
初
頭
段
階
で
も
念
仏

寺
の
住
持
職
の
任
命
権
は
住
吉
神
社
社
家
が
有
す
る
な
ど
）
42
（

、
両
社
は
強
い
関
係
を
有

し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
堺
は
古
来
は
住
吉
神
社
領
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
室
町
期
に

も
住
吉
神
社
が
本
役
を
徴
収
す
る
土
地
が
散
在
し
て
い
た
）
43
（

。
ま
た
、
一
五
世
紀
後
期

の
戦
乱
時
に
堺
の
住
民
の
多
く
が
住
吉
浦
へ
避
難
し
て
い
た
事
実
も
あ
る
）
44
（

。

住
吉
神
社
と
開
口
神
社
は
堺
の
地
域
秩
序
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
お
り
、
こ

れ
ら
の
神
社
を
保
護
す
る
こ
と
が
、
地
域
社
会
の
支
持
を
得
て
、
会
合
衆
が
堺
で
指

導
的
地
位
に
就
く
要
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
会
合

衆
の
性
格
は
、
中
世
後
期
の
都
市
的
な
場
に
お
い
て
、
経
済
力
を
背
景
と
し
て
寺
社
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の
修
造
や
祭
礼
に
関
与
し
、
地
域
の
秩
序
維
持
に
力
を
発
揮
し
た
「
有
徳
人
」
）
45
（

と
同

様
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

会
合
衆
が
④
河
内
国
守
護
畠
山
氏
勢
力
に
兵
卒
の
乱
暴
停
止
を
依
頼
し
た
こ
と

も
、
上
述
の
よ
う
な
活
動
を
通
じ
て
在
地
社
会
の
主
導
者
と
な
っ
た
会
合
衆
が
、
堺

の
利
害
を
代
表
し
て
行
動
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

　

し
か
し
注
意
す
べ
き
は
、『
蔗
軒
日
録
』
で
会
合
衆
の
活
動
内
容
が
具
体
的
に
わ

か
る
の
は
こ
の
③
④
の
二
件
の
み
で
あ
り
、
そ
の
他
の
同
時
代
史
料
で
、
会
合
衆
の

名
称
が
出
て
き
て
、
そ
の
具
体
的
活
動
を
記
す
史
料
は
全
く
無
い
こ
と
で
あ
る
。
都

市
自
治
の
主
要
な
要
素
で
あ
る
貢
納
の
管
轄
や
検
断
権
は
見
当
た
ら
な
い
。
お
そ
ら

く
こ
れ
ら
の
機
能
は
荘
別
の
地
縁
的
共
同
体
が
保
持
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
会
合
衆
の
力
の
源
は
経
済
力
だ
が
、
そ
の
立
場
を
示
唆
す
る
記
述
が
、

近
世
堺
の
糸
割
符
年
寄
の
由
緒
を
記
し
た
『
糸
乱
記
』（
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
））

に
あ
る
。

【
史
料
）
46
（
3
】

さ
れ
ハ
他
所
と
か
ハ
リ
此
所
（
＝
堺
：
筆
者
註
）
ハ
む
か
し
よ
り
町
惣
年
寄

と
い
ふ
も
の
も
な
か
り
け
る
、
た
ゝ
浜
側
に
納
屋
を
た
て
ゝ
こ
れ
を
か
し
、

其
料
を
取
て
徳
分
と
し
た
る
人
を
上
分
の
者
と
な
す
、
則
ち
納
屋
か
し
の
衆

と
号
し
、
三
宅
主
計
今
井
な
と
い
へ
る
頭
ら
分
の
人
を
十
人
衆
と
号
し
ぬ
、

さ
れ
ハ
堺
の
人
家
名
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
凡
て
納
屋
と
名
の
る
ハ
こ
の
故
な

り
、
公
事
訴
訟
の
類
ひ
も
、
此
十
人
聞
と
ゝ
け
て
す
ま
し
け
る
と
や
、（
後
略
）

　

右
の
史
料
中
の
三
宅
主
計
は
、
先
述
し
た
会
合
衆
の
一
員
三
宅
主
計
の
こ
と
と
思

わ
れ
、
一
〇
人
と
い
う
人
数
も
文
明
年
間
に
確
認
さ
れ
る
会
合
衆
の
人
数
と
一
致
す

る
。
従
っ
て
「
納
屋
か
し
の
衆
」
の
「
頭
分
」
十
人
衆
と
は
、
会
合
衆
の
こ
と
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
十
人
衆
（
会
合
衆
）
は
納
屋
（
倉
庫
か
）
を
貸
す
業
者

の
集
団
で
、
そ
の
事
業
を
通
じ
て
堺
の
「
上
分
」
に
位
置
し
て
い
た
と
い
う
記
述
で

あ
る
。
会
合
衆
が
商
業
活
動
を
基
盤
と
し
、
商
業
資
本
（
納
屋
）
の
提
供
を
通
じ
て

一
般
住
民
の
上
位
に
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
彼
ら
は
、
公
事
訴

訟
の
解
決
を
期
待
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
在
地
の
相
論
を
裁
決
す
る
力
量
を
有
し
て

い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
）
47
（

。

そ
し
て
、
当
該
期
の
会
合
衆
構
成
員
の
経
済
力
の
源
と
し
て
、
特
に
大
き
な
意

味
を
持
っ
て
い
た
の
が
遣
明
船
貿
易
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
池
永
氏
が
そ
う
で

あ
り
、
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
正
月
に
本
願
寺
証
如
に
面
会
に
来
た
「
堺
南
北
十

人
の
客
衆
」
は
「
渡
唐
之
儀
相
催
衆
」
で
、
当
時
の
会
合
衆
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
）
48
（

。
遣
明
船
の
経
営
は
幕
府
や
五
山
寺
院
、
細
川
氏
、
大
内
氏
な
ど
で

あ
っ
た
が
、
実
際
に
船
を
艤
装
し
運
営
す
る
の
は
「
客
衆
」「
従
商
」
と
言
わ
れ
た

商
人
等
で
あ
っ
た
。
商
人
等
は
あ
ら
か
じ
め
利
益
の
何
分
の
一
か
を
主
催
者
に
納
め

て
運
営
を
任
さ
れ
、
貿
易
に
よ
っ
て
莫
大
な
利
益
を
得
て
い
た
）
49
（

。

遣
明
船
の
主
催
者
の
中
で
堺
と
関
係
が
深
か
っ
た
の
が
細
川
氏
で
あ
っ
た
こ
と

は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
）
50
（

。
戦
国
期
の
遣
明
船
派
遣
に
つ
い
て
は
、
堺
商
人
と
結
ぶ
細

川
氏
と
博
多
商
人
と
結
ぶ
大
内
氏
が
特
に
有
力
で
、
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
の
寧

波
の
乱
以
降
は
大
内
氏
が
同
氏
の
滅
亡
ま
で
独
占
的
に
経
営
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い

た
が
）
51
（

、
近
年
の
研
究
で
は
、
大
内
氏
は
堺
と
も
緊
密
な
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と

や
）
52
（

、
細
川
氏
は
天
文
期
の
堺
で
準
備
さ
れ
た
渡
唐
船
を
主
体
的
に
推
進
し
て
い
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
53
（

。
つ
ま
り
堺
が
関
わ
る
遣
明
船
貿
易
は
、
天
文
期
に
至
る
ま

で
細
川
氏
や
大
内
氏
の
下
で
盛
ん
に
運
営
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
踏

ま
え
れ
ば
、
天
文
期
頃
ま
で
細
川
京
兆
家
が
堺
南
北
荘
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
が
重

要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
実
際
に
、
南
荘
代
官
に
な
っ
た
安
富
元
家
は
代
官
就
任

前
後
の
時
期
に
細
川
氏
の
遣
明
船
の
経
営
に
関
与
し
て
お
り
）
54
（

、
細
川
京
兆
家
に
よ
る

南
北
荘
支
配
と
遣
明
船
の
経
営
は
関
係
し
合
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
遣
明
船
貿

易
に
よ
る
会
合
衆
の
経
済
力
の
蓄
積
は
、
細
川
京
兆
家
に
よ
る
堺
の
支
配
と
結
び
つ

い
て
い
た
点
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
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4　

町
共
同
体
の
成
立
と
自
治
構
造

　

堺
の
都
市
構
造
に
お
い
て
、
一
六
世
紀
前
期
に
現
れ
て
く
る
注
目
す
べ
き
事
象
は
、

町
共
同
体
の
出
現
で
あ
る
。

【
史
料
）
55
（
4
】

念
仏
寺
大
回
之
築
地
修
理
、
従
地
下
、
為
念
仏
之
頭
料
、
依
差
大
勢
人
数
、
雖

不
有
已
後
之
例
、
代
壱
貫
文
ツ
ゝ

人
数
次
第
不
同

大
小
路
町
分

与
四
郎
殿
米
や　

又
太
郎
殿
石
津
や　

善
四
郎
殿
金
田
や　

新
次
郎
殿
誉
田
屋　

岩
千
世

殿
誉
田
や　

松
寿
殿
か
し
は
や　

太
郎
左
衛
門
殿
銭
や　

又
三
郎
殿
い
つ
ミ
や　

弥
九
郎
殿

八
文
字
や　

源
衛
門
殿
田
中

　
　
　

以
上

　
　

市
小
路

三
郎
殿
の
と
や　

宗
次
郎
殿
あ
ふ
ら
や　

助
左
衛
門
殿
し
ろ
か
ね
や　

藤
五
郎
殿
さ
つ
ま
や　

源
五
郎
殿
ま
ん
さ
き
や　

又
次
郎
殿
な
や　

太
郎
左
衛
門
殿
伊
勢
や　

彦
三
郎
殿
な
や　

善

五
郎
殿
な
や　

孫
五
郎
殿
さ
つ
ま
や　

与
太
郎
殿
な
や　

源
次
郎
殿
八
の　

彦
九
郎
殿
な
や

善
次
郎
殿
な
や　

与
五
郎
殿
ひ
の
く
ち
や

　
　
　
　

以
上

（
中
略
）

　
　

材
木
町

彦
三
郎
殿
な
ら
や　

善
次
郎
殿
玉
井　

新
五
郎
殿
天
王
寺
や　

与
九
郎
殿
三
宅　

五
郎
左
衛

門
殿
さ
や
屋　

彦
太
郎
殿
の
と
や　

源
次
郎
殿
せ
に
や　

勘
解
由
殿
き
は
た
や　

弥
三
殿
扇
や

源
右
衛
門
殿
若
子
千
松　

藤
九
郎
殿
こ
物
や　

久
松
殿
き
ゝ
や
う
や　

宗
左
衛
門
殿
法
善　

助
次
郎
殿
あ
ほ
し
や

　
　

同
中
浜

太
郎
左
衛
門
殿
太
子
や　

藤
次
郎
殿
ひ
の
く
ち
や　

平
次
郎
殿
住
吉
や　

助
四
郎
殿
な
や　

助
九
郎
殿
ち
う　

与
三
次
郎
殿
ひ
せ
ん
や　

与
太
郎
殿
あ
は
ち
や　

五
郎
四
郎
殿
か
う
や
屋

助
五
郎
殿
三
宅　

助
三
郎
殿
ひ
せ
ん
や　

助
七
殿
あ
ま
の
や

　
　
　

以
上

（
中
略
）

　
　

今
市
町

五
郎
左
衛
門
殿
あ
ま
の
や　

次
郎
左
衛
門
殿
ゑ
ち
こ
や　

藤
次
郎
殿
あ
ま
の
や　

源
四
郎

殿
こ
し
ま
や　

与
三
左
衛
門
殿
扇
や　

与
四
郎
殿
た
ち
め
や　

与
太
郎
殿
ゑ
ん
く　

与
四
郎

殿
せ
ん　

助
左
衛
門
殿
ふ
る
て
や　

助
四
郎
殿
た
う
き

　
　

以
上

（
中
略
）

　
　

舳
松
町

妙
善
北
む
き
の
米
や　

五
郎
右
衛
門
殿
や
ま
と
屋　

五
郎
左
衛
門
殿
や
ま
と
屋　

紹
鷗
皮
屋　

次
郎
左
衛
門
殿
き
た
む
き　

宗
五
郎
殿
き
の
国
や

　
　

以
上

　

天
文
四
年
乙未

卯
月
廿
八
日　

        

年
預
広
海

天
文
四
年
（
一
五
三
五
）、
堺
南
荘
念
仏
寺
を
囲
む
築
地
の
修
理
費
用
が
、
南
荘

に
所
在
す
る
大
小
路
町
か
ら
舳
松
町
ま
で
の
一
一
町
の
住
民
か
ら
一
貫
文
ず
つ
徴
収

さ
れ
た
。
町
の
広
範
な
広
が
り
が
確
認
で
き
る
と
と
も
に
、
住
民
の
名
前
は
町
ご
と

に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
町
が
南
荘
の
住
民
の
所
属
す
る
基
礎
単
位
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

天
文
五
年
一
一
月
に
は
堺
へ
木
沢
長
政
の
軍
勢
が
入
っ
た
こ
と
に
関
わ
り
、舳
松
・

今
市
・
小
屋
の
三
町
が
本
願
寺
に
対
し
、
木
沢
氏
へ
停
止
の
申
し
入
れ
を
行
な
っ
て

欲
し
い
旨
を
依
頼
し
て
い
る
）
56
（

。
詳
し
い
背
景
は
不
明
だ
が
、
町
共
同
体
が
自
ら
の
安

全
保
障
の
た
め
に
主
体
的
に
行
動
し
、
外
部
権
力
で
あ
る
本
願
寺
と
個
別
町
単
位
で

交
渉
し
て
い
る
。

町
共
同
体
と
は
、
家
屋
敷
や
信
用
な
ど
の
身
分
的
資
本
を
共
同
保
全
す
る
地
縁

的
・
職
業
的
身
分
共
同
体
で
、
中
世
末
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
都
市
構
造
の
基
幹
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に
位
置
づ
く
も
の
と
さ
れ
る
）
57
（

。
当
時
、
最
も
都
市
的
発
展
を
遂
げ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
京
都
で
は
、
町
共
同
体
は
一
六
世
紀
第
二
四
半
期
に
確
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
）
58
（

。

堺
で
も
、
京
都
と
同
様
に
早
く
も
天
文
初
期
に
町
共
同
体
の
自
律
的
な
活
動
が
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
町
共
同
体
と
先
述
の
会
合
衆
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

会
合
衆
の
一
員
で
あ
り
、
堺
南
荘
の
材
木
町
に
居
住
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
三

宅
氏
は
、【
史
料
4
】
で
は
材
木
町
お
よ
び
同
中
浜
に
「
与
九
郎
」「
助
五
郎
」
が
確

認
で
き
る
。
町
共
同
体
は
そ
の
性
質
と
し
て
構
成
員
の
平
等
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
）
59
（

、
今
回
の
事
例
で
も
住
民
の
負
担
は
一
貫
文
と
い
う
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
史
料
に
出
て
く
る
住
民
の
中
に
は
、
国
人
や
守
護
被
官
の
一
族
と
思
わ
れ
る
者

が
い
る
な
ど
）
60
（

、
多
様
な
属
性
の
者
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
ら
が
一
律
の
負
担

金
を
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
多
様
な
属
性
の
者
が
平
等
に
統
一
的
に
把
握
さ
れ
る

秩
序
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
有
力
商
人
で
あ
っ
た
会
合

衆
の
一
族
も
、
そ
の
秩
序
に
包
摂
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

一
方
で
、
当
時
の
三
宅
氏
一
族
の
最
有
力
者
と
考
え
ら
れ
る
三
宅
主
計
）
61
（

は
【
史
料

4
】
に
は
登
場
し
な
い
。
ま
た
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
と
同
一
六
年
に
派
遣
さ
れ

た
遣
明
船
に
搭
乗
し
て
い
た
多
く
の
堺
商
人
）
62
（

は
当
時
の
最
上
層
の
有
力
商
人
と
考
え

ら
れ
、
会
合
衆
と
目
さ
れ
る
池
永
氏
も
確
認
さ
れ
る
が
、
彼
ら
も
【
史
料
4
】
に
は

登
場
し
な
い
。
つ
ま
り
、
最
上
層
の
有
力
商
人
は
当
該
期
に
芽
生
え
始
め
た
都
市
民

の
平
準
的
秩
序
と
は
未
だ
異
質
の
存
在
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
次
の
史
料
に
注
目
し
た
い
。

【
史
料
）
63
（
5
】

今
度
御
寺
南
門
前
、
川
上
家
之
儀
、
早
々
可
明
通
、
御
寺
并
従
庄
中
被
仰
候
処
、

馬
場
町
迷
惑
仕
候
而
、
我
等
ヲ
縁
ニ
取
、
御
侘
事
申
候
條
、
池
永
道
記
与
令
談

合
、
貴
寺
へ
申
処
、
御
同
心
之
儀
候
、
然
者
、
為
地
子
毎
年
銀
子
弐
拾
五
文
目

宛
、
従
彼
町
可
参
候
條
、
其
分
ニ
申
堅
候
、
可
被
成
其
意
候
、
猶
西
坊
宝
光
院

へ
申
候
、
恐
惶
謹
言

　
　
　

極
月
廿
六
日        　
　
　
　
　
　
　

仲
富
（
花
押
）

　

念
仏
寺
三
綱
御
中

（
礼
紙
）

「　
　

＝
＝
（
切
封
）

三
宅
若
狭
入
道

念
仏
寺
三
綱　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仲
富

御
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

年
未
詳
で
あ
る
が
、
天
文
期
頃
の
史
料
だ
と
推
測
さ
れ
る
）
64
（

。
内
容
は
、
念
仏
寺
南

門
前
の
馬
場
町
に
あ
る
川
上
家
を
念
仏
寺
へ
明
け
わ
た
す
旨
の
指
示
が
、
念
仏
寺
と

「
庄
中
」
か
ら
出
さ
れ
た
が
、
馬
場
町
と
し
て
「
迷
惑
」
の
由
を
主
張
し
て
抵
抗
し
、

三
宅
仲
富
に
詫
言
を
申
し
て
き
た
。
三
宅
は
池
永
道
記
と
相
談
し
て
、
念
仏
寺
の
意

向
を
伺
い
つ
つ
そ
の
処
理
を
す
す
め
た
結
果
、
馬
場
町
よ
り
念
仏
寺
へ
地
子
と
し
て

毎
年
銀
子
二
五
匁
を
納
め
る
こ
と
で
決
着
を
つ
け
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
馬
場

町
は
南
荘
に
あ
る
町
で
あ
り
、こ
こ
で
の「
庄
中
」は
南
荘
中
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
史
料
は
興
味
深
い
内
容
を
い
く
つ
か
含
ん
で
い
る
。
ま
ず
南
荘
中
か
ら
馬
場

町
へ
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
ま
た
、
馬
場
町
か
ら
念
仏
寺
へ
地
子
が
納

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
馬
場
町
が
地
子
を
徴
収
し
、
管
轄

す
る
機
能
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
本
来
は
当
事
者
で
あ
る
念
仏

寺
と
馬
場
町
、
川
上
家
や
南
荘
中
に
よ
っ
て
相
論
解
決
を
図
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
そ
れ
が
こ
じ
れ
た
際
の
調
停
役
と
し
て
三
宅
氏
・
池
永
氏
が
町
共
同
体
か
ら

の
要
請
に
よ
り
登
場
し
て
い
る
。
三
宅
氏
と
池
永
氏
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
会
合
衆

の
一
員
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

地
子
徴
収
を
第
一
義
的
に
扱
う
の
は
町
共
同
体
で
、
そ
の
町
共
同
体
の
直
接
の
上

位
機
関
と
し
て
荘
中
が
あ
り
、
会
合
衆
は
こ
れ
ら
の
間
や
他
種
の
組
織
・
集
団
（
こ

の
場
合
は
念
仏
寺
）
と
の
間
に
生
じ
た
も
め
ご
と
の
調
停
役
と
し
て
機
能
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
地
縁
的
共
同
体
が
都
市
自
治
を
遂
行
す
る
構
造
が
あ
る
中
で
、
そ
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の
構
造
に
包
摂
さ
れ
な
い
立
場
か
ら
自
治
を
補
完
す
る
会
合
衆
の
姿
が
覗
え
よ
う
。

❷
一
六
世
紀
中
期
の
都
市
構
造
の
変
容

一
六
世
紀
中
期
は
、
か
つ
て
の
「
自
由
都
市
論
」
で
は
堺
の
自
治
性
が
最
も
強
ま

る
時
期
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
会
合
衆
を
構
成
す
る
よ
う
な
有
力
商
人
層
の
交
代
が
あ
っ

た
と
さ
れ
る
時
期
で
も
あ
る
こ
と
は
「
は
じ
め
に
」
で
指
摘
し
た
。
本
章
で
は　

、
こ

れ
ら
一
六
世
紀
中
期
に
関
わ
る
諸
問
題
を
、
前
章
で
検
討
し
た
一
六
世
紀
前
期
ま
で
の

都
市
構
造
を
踏
ま
え
て
、
都
市
構
造
の
変
容
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。

1　

支
配
構
造
の
変
容

一
六
世
紀
中
期
は
、
堺
の
支
配
構
造
の
大
き
な
画
期
で
あ
っ
た
。

前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
堺
北
荘
・
南
荘
と
い
う
荘
園
制
的
枠
組
は
中
世
を
通

じ
て
堺
を
規
定
し
、
特
に
一
五
世
紀
後
半
以
降
、
こ
の
枠
組
み
の
下
で
細
川
京
兆

家
が
堺
を
支
配
し
、
京
兆
家
内
衆
の
香
西
氏
ら
が
代
官
と
し
て
在
地
の
支
配
権
力
と

な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
細
川
京
兆
家
に
よ
る
遣
明
船
貿
易
の
経
営
も
堺
南
北
荘
の
支

配
と
関
係
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
天
文
期
を
最
後
と
し
て
、
細
川
京
兆
家
に
関
係
す
る
堺
の
支
配
権
力
は
史

料
上
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
細
川
京
兆
家
そ
の
も
の
が
中
央
政
権
の
中

枢
か
ら
後
退
し
て
い
く
動
向
と
期
を
一
に
し
て
い
る
が
、
室
町
中
期
以
降
の
長
き
に

わ
た
り
堺
の
支
配
権
力
で
あ
り
続
け
た
細
川
氏
権
力
）
65
（

の
後
退
は
、
堺
の
支
配
秩
序
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
同
時
に
、
支
配
構
造
と
し
て
堺
南

北
荘
の
枠
組
み
が
こ
れ
以
降
、
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
く
な
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

堺
に
お
い
て
、
荘
園
制
的
支
配
秩
序
が
細
川
氏
権
力
の
後
退
と
と
も
に
衰
退
し
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

細
川
京
兆
家
に
代
わ
っ
て
堺
に
進
出
し
た
支
配
権
力
が
三
好
氏
で
あ
る
。
近
年
三

好
氏
の
研
究
が
進
展
し
、
か
つ
て
の
「
自
由
都
市
論
」
の
よ
う
に
、
前
代
の
細
川
氏

や
後
代
の
統
一
権
力
と
比
較
し
て
不
安
定
で
弱
体
な
権
力
で
あ
る
と
い
う
評
価
）
66
（

は
後

景
に
退
き
、
三
好
権
力
は
将
軍
権
力
の
克
服
を
志
向
し
、
荘
園
制
に
基
づ
く
支
配
か

ら
自
立
的
な
都
市
や
村
を
基
盤
と
す
る
支
配
へ
の
転
換
を
志
し
た
、
強
力
か
つ
先
進

的
な
支
配
権
力
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
67
（

。

三
好
権
力
期
の
堺
の
支
配
構
造
は
不
明
な
こ
と
が
多
い
が
、
有
力
被
官
で
あ
る
加

地
久
勝
が
「
堺
奉
行
」
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
）
68
（

。
堺
の
支
配
構
造
に
お
け
る
南
北
の

区
分
は
三
好
権
力
期
以
降
全
く
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
（
後
述
）、
顕
著
に
は

確
認
で
き
な
く
な
る
。「
堺
奉
行
」
は
後
代
の
堺
政
所
の
よ
う
に
、
堺
南
北
を
一
括

し
て
統
治
す
る
機
関
の
先
駆
的
存
在
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
三
好
権
力
は

都
市
や
流
通
支
配
を
積
極
的
に
志
向
し
た
と
さ
れ
）
69
（

、
堺
に
お
い
て
は
菩
提
寺
を
創
設

し
て
一
族
の
祭
祀
の
場
と
し
た
り
、
茶
湯
な
ど
を
通
じ
て
有
力
商
人
と
積
極
的
に
関

係
を
結
ぶ
な
ど
）
70
（

、
前
代
ま
で
の
支
配
権
力
と
は
質
が
異
な
っ
た
支
配
を
展
開
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
当
該
期
に
堺
の
支
配
構
造
が
大
き
く
転
換
し
た
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
て
お

き
た
い
。

2　

近
世
的
自
治
構
造
の
形
成
と
「
平
和
領
域
性
」

イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
が
堺
の
自
由
や
自
治
を
強
調
し
た
記
録
を
残
し
た
時
期
が
当

該
期
で
あ
る
こ
と
は
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、そ
の
記
録
の
中
で
、

堺
の
自
由
や
自
治
を
象
徴
す
る
事
象
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
に
「
平
和
領
域

性
」
が
あ
る
。

宣
教
師
ガ
ス
パ
ル
＝
ヴ
ィ
レ
ラ
は
「
日
本
全
国
、
当
堺
の
町
よ
り
安
全
な
る
所
な

く
、他
の
諸
国
に
お
い
て
動
乱
あ
る
も
、此
の
町
に
は
か
つ
て
な
く
、敗
者
も
勝
者
も
、

此
の
町
に
来
住
す
れ
ば
皆
平
和
に
生
活
し
、
諸
人
相
和
し
、
他
人
に
害
を
加
ふ
る
者

な
し
」）71
（

と
い
う
有
名
な
記
述
を
残
し
た
。
こ
れ
が
記
さ
れ
た
時
期
か
ら
数
年
後
の
永

禄
九
年
（
一
五
六
六
）
五
月
三
〇
日
、
松
永
久
秀
・
畠
山
高
政
が
拠
点
と
す
る
堺
に

対
し
、
三
好
義
継
・
三
好
三
人
衆
ら
の
軍
勢
が
攻
め
か
け
る
が
、
戦
闘
は
堺
の
外
で
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行
わ
れ
、
最
終
的
に
は
会
合
衆
の
仲
裁
に
よ
っ
て
三
好
勢
は
堺
に
入
り
、
堺
内
部
が

戦
場
に
な
る
こ
と
は
無
か
っ
た
と
『
細
川
両
家
記
』
は
記
す
）
72
（

。
こ
の
海
外
と
日
本
の

双
方
の
史
料
の
内
容
に
基
づ
き
、
堺
の
平
和
領
域
性
は
歴
史
的
事
実
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
と
さ
れ
、
ま
た
戦
争
の
当
事
者
と
交
渉
を
持
ち
、
停
戦
に
導
く
役
割
を
果
た

し
た
会
合
衆
の
力
量
、
ひ
い
て
は
堺
の
自
立
性
の
高
さ
が
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
平
和
領
域
性
」
の
基
盤
に
つ
い
て
は
、
ガ
ス
パ
ル
＝
ヴ
ィ
レ
ラ

は
先
述
の
記
述
に
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

【
史
料
）
73
（
6
】

市
街
に
於
て
は
嘗
て
紛
擾
起
こ
る
こ
と
な
く
、
敵
味
方
の
差
別
な
く
皆
大
な
る

愛
情
と
礼
儀
を
以
て
応
対
せ
り
。
市
街
に
は
悉
く
門
あ
り
て
番
人
を
附
し
、
紛

擾
あ
れ
ば
直
に
之
を
閉
づ
る
こ
と
も
一
の
理
由
な
る
べ
し
。
紛
擾
を
起
す
時
は

犯
人
其
他
悉
く
捕
へ
て
処
罰
す
。
然
れ
ど
も
互
い
に
敵
視
す
る
者
町
壁
外
に
出

づ
れ
ば
、
仮
令
一
投
石
の
距
離
を
超
え
ざ
る
も
遭
遇
す
る
時
は
互
い
に
殺
傷
せ

ん
と
す
。
町
は
甚
だ
堅
固
に
し
て
、
西
方
は
海
を
以
て
、
又
他
の
側
は
深
き
堀

を
以
て
囲
ま
れ
、
常
に
水
充
満
せ
り
。（
後
略
）

こ
の
史
料
の
中
の
「
市
街
」
は
堺
の
中
の
一
つ
の
町
（
町
共
同
体
）
を
指
し
、「
町
」

は
堺
全
体
を
指
す
。「
市
街
」
に
は
門
（
木
戸
）
が
あ
っ
て
番
人
が
お
り
、
紛
擾
の

時
は
す
ぐ
に
門
を
閉
め
る
仕
組
み
が
あ
る
こ
と
が
市
街
の
中
で
平
和
が
保
た
れ
て
い

る
主
な
理
由
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
紛
擾
を
起
こ
し
た
犯
人
等
を
悉
く
捕
ま
え
て
処

罰
す
る
と
も
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
仕
組
み
は
、
近
世
の
町
共
同
体
が
有
し
て
い

た
自
衛
と
自
検
断
の
機
能
そ
の
も
の
で
あ
り
）
74
（

、
こ
れ
が
堺
の
「
安
全
」
の
主
要
因
と

評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
ガ
ス
パ
ル
＝
ヴ
ィ
レ
ラ
は
別
の
記
述
で
「
此
町
（
＝
堺
）
は
甚
だ
堅
固
に
し

て
、
一
街
（
＝
一
町
）
に
外
来
人
の
留
ま
る
こ
と
を
許
せ
ば
全
町
之
に
同
意
す
る
の

習
慣
な
る
を
以
て
我
ら
同
地
に
あ
る
時
は
城
中
に
在
る
が
如
く
な
る
べ
し
」
と
も
記

し
て
い
る
）
75
（

。
町
へ
の
居
住
の
認
可
も
町
共
同
体
の
権
限
の
一
つ
で
あ
る
が
）
76
（

、
こ
の
町

共
同
体
の
決
定
を
全
町
が
同
意
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
町
共
同
体
を

基
盤
と
し
た
都
市
全
体
の
自
治
秩
序
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
町

共
同
体
の
治
安
維
持
権
限
が
堺
全
体
で
共
有
さ
れ
、
都
市
と
し
て
「
安
全
」
と
認
識

さ
れ
る
状
況
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

日
本
側
の
史
料
で
も
、
当
該
期
の
自
治
構
造
の
発
達
を
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る
。

【
史
料
）
77
（
7
】

（
一
）
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
三
月
二
四
日
条

同
三
月
廿
四
日
朝　
　
　
　
　
　

北
カ
ハ
一
町　

北
惣
代
三
人

人
数
十
三
人　

并
源
三
兵
衛
・
眞
野　
　

　
　
　
（
後
略
）

（
二
）
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
二
月
二
一
日
条

同
二
月
廿
一
日
朝　
　
　

助
五
郎
町
振
舞

一
人
数

北
カ
ハ
西
ヨ
リ　

宗
好　

四
郎
左
衛
門　

道
閑　

宗
兵
衛　

宗
和　

蔵
人

　
　
　
　
　
　
　

紹
有　

源
兵
衛　

紹
可　

了
雲　

道
叱　

道
叟　

宗
閑

　
　
　
　
　
　
　

道
翁　

道
巴　

宗﹇津
田
﹈達　

助
五　

眞
野

南
カ
ハ
西
ヨ
リ　

宗
与　

宗
札　

徳
雲　

孫
十
郎　

宗
陽　

修
理　

宗
仲

　
　
　
　
　
　
　

道
　

河
崎　

合
座
敷　

廿
七
人

こ
れ
は
堺
の
有
力
商
人
で
、
北
大
小
路
町
に
居
住
し
て
い
た
天
王
寺
屋
津
田
宗
達

が
催
し
た
茶
会
の
記
録
で
あ
る
。【
史
料
7
】（
一
）
に
記
さ
れ
た
茶
会
の
参
加
者
の

「
北
カ
ハ
一
町 

人
数
十
三
人
」
と
は
、
大
小
路
の
北
側
に
あ
た
る
北
大
小
路
町
の
町

人
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
い
て
「
北
惣
代
三
人
」
と
あ
る
が
、「
惣
代
」
と
は

江
戸
時
代
の
自
治
構
造
で
は
、
南
北
そ
れ
ぞ
れ
の
郷
の
惣
年
寄
を
補
佐
す
る
役
職

で
、
定
数
は
三
人
で
あ
っ
た
）
78
（

。
こ
こ
で
の
北
惣
代
も
、
そ
の
名
称
か
ら
考
え
る
と
、

当
該
期
に
北
荘
を
統
括
し
て
い
た
地
縁
的
共
同
体
（
北
荘
中
か
）
の
役
職
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、【
史
料
7
】（
二
）
は
北
大
小
路
町
と
南
大
小
路
町
の
町
人
を
集
め

て
の
茶
会
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
に
「
町
代
」
が
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。「
町
代
」

は
江
戸
時
代
の
町
共
同
体
で
は
各
町
に
一
名
存
在
し
て
町
政
の
庶
務
を
担
当
し
て
お
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り
）
79
（

、
当
該
期
の
町
代
も
同
様
の
存
在
で
あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
当

該
期
に
は
、
近
世
の
自
治
構
造
に
通
じ
る
役
職
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
史
料
）
80
（
8
】

急
度
申
候
、
地
頭
詰
夫
并
諸
役
以
下
難
渋
不
相
届
由
、
信（織
田
）長

被
仰
出
候
、
早

速
可
被
勤
事
肝
要
候
、
不
可
有
油
断
候
、
恐
々

八（永
禄
一
二
年
）

月
十
八
日　
　
　

佐
久
間

信
盛

さ
か
い

北
庄
端
郷
中

少
し
時
期
が
下
る
が
、
織
田
信
長
が
堺
に
進
出
し
た
直
後
の
永
禄
一
二
年

（
一
五
六
九
）
に
、
織
田
氏
重
臣
の
佐
久
間
信
盛
が
「
北
庄
端
郷
中
」
へ
人
夫
や
諸

役
を
催
促
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
以
前
の
堺
の

自
治
構
造
は
、
堺
南
北
そ
れ
ぞ
れ
が
本
郷
と
端
郷
の
計
四
つ
の
郷
に
区
分
さ
れ
、
そ

の
下
に
町
が
編
成
さ
れ
て
い
た
（
南
北
四
辻
制
）
）
81
（

。
こ
の
史
料
は
南
北
四
辻
制
の
郷

の
初
見
で
あ
り
、
遅
く
と
も
永
禄
一
二
年
時
点
で
自
治
組
織
と
し
て
機
能
し
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
南
北
四
辻
制
は
一
六
世
紀
中
期
に
成
立
し
て
い
た

可
能
性
が
高
い
。
町
共
同
体
の
成
立
は
天
文
初
期
に
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
後
ま
も

な
く
の
一
六
世
紀
中
期
に
は
、
町
共
同
体
を
基
盤
と
し
て
堺
全
体
を
統
括
す
る
近
世

の
自
治
構
造
と
同
様
の
構
造
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
堺
の
「
平
和
領
域
性
」
に
関
わ
る
事
柄
と
し
て
、
環
濠
の
問
題
が
あ

る
。
堺
全
体
を
取
り
囲
み
、
堺
と
そ
の
外
部
と
を
空
間
的
に
隔
て
る
環
濠
に
つ
い
て

は
、
織
田
信
長
勢
の
攻
勢
に
対
し
て
、
永
禄
一
一
年
（
一
五
六
八
）
一
〇
月
頃
か
ら

翌
年
に
か
け
て
堺
の
住
民
が
堀
を
掘
り
櫓
を
造
っ
た
と
す
る
記
録
）
82
（

が
あ
り
、
堺
の
自

治
性
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
堺
全
体
を
囲
う
環
濠
は
【
史
料

6
】
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）
頃
に
は
存
在
し
て
い

た
と
推
測
さ
れ
る
。
発
掘
調
査
に
よ
る
と
、
一
六
世
紀
中
頃
ま
で
は
特
に
堺
南
荘
に

お
い
て
堀
は
各
所
に
存
在
し
、
条
里
方
位
と
合
致
す
る
外
郭
を
囲
う
堀
も
確
認
で
き

る
が
、
堺
北
荘
も
含
む
堺
全
体
を
囲
む
巨
大
な
堀
の
構
築
は
、
一
六
世
紀
後
半
頃
と

判
断
さ
れ
る
と
い
う
）
83
（

。

　

環
濠
に
関
わ
っ
て
は
、
次
の
史
料
に
注
目
し
た
い
。

【
史
料
）
84
（
9
】

（
前
欠
）

土
手
方
可
為
曲
事
候
、
堅
被
加
異
見
、
無
事
肝
要
候
、
尚
松
永
弾
正
忠
可

被
申
候
、
恐
々
謹
言

七
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長（三
好
）慶

（
花
押
）

堺
南
庄
中

年
代
は
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
以
前
に
比
定
さ
れ
る
）
85
（

。
前
欠
の
た
め
詳
細
は
不

明
だ
が
、
三
好
長
慶
が
堺
南
荘
中
に
対
し
、
土
手
方
（
堤
か
？
）
を
き
ち
ん
と
維
持
・

管
理
す
る
様
指
示
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。「
土
手
」
が
環
濠
に
伴
う
土
手
の
こ

と
で
あ
る
な
ら
ば
、
環
濠
の
維
持
・
管
理
に
は
堺
の
地
縁
的
共
同
体
が
第
一
義
的
に

携
わ
る
と
共
に
、
当
該
期
に
堺
を
支
配
し
て
い
た
三
好
権
力
も
関
与
し
て
い
た
可
能

性
が
出
て
く
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
環
濠
の
形
成
（
そ
し
て
維
持
・
管
理
）
に
堺
の
住
民
や
地
縁
的

共
同
体
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
複
数
の
史
料
か
ら
示
唆
さ
れ
る
が
、
発
掘
調
査
の

見
解
に
従
い
、
こ
の
環
濠
が
一
六
世
紀
中
後
期
に
成
立
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

時
期
は
、
町
共
同
体
を
基
盤
と
し
た
堺
の
自
治
構
造
が
成
立
し
た
時
期
と
重
な
っ
て

く
る
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
桜
井
英
治
氏
の
見
解
で
あ
る
。
桜
井
氏
は
主
に
堅

田
（
近
江
国
）
を
念
頭
に
、
中
世
都
市
の
濠
は
防
衛
機
能
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
建

設
は
都
市
全
体
の
連
帯
を
要
す
る
一
大
公
共
事
業
で
あ
る
た
め
、
共
同
体
の
形
成
が

か
な
り
進
ん
だ
段
階
で
（
お
そ
ら
く
は
一
定
の
外
圧
に
刺
激
さ
れ
て
）
は
じ
め
て
登

場
し
た
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
）
86
（

。
堺
の
状
況
と
も
適
合
す
る
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

当
該
期
、
町
共
同
体
を
基
盤
と
し
た
都
市
全
体
を
覆
う
自
治
構
造
（
仮
に
都
市
共

同
体
と
呼
ぶ
）
が
成
立
し
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
が
述
べ
る
「
平
和
領
域
性
」
は

こ
の
都
市
共
同
体
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
堺
の
環
濠
は
都
市
共
同
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体
が
主
体
と
な
り
、
分
布
す
る
町
共
同
体
を
全
て
囲
む
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
当
時
堺
を
支
配
し
て
い
た
三
好
権
力
は
、
従
来
の
荘
園
制
的
秩

序
に
依
存
せ
ず
、
こ
の
都
市
共
同
体
を
対
象
と
し
て
、
保
護
と
同
時
に
自
身
の
利
害

も
踏
ま
え
た
政
策
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
中
に
環
濠
の
維
持
・
管
理
も

含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

3　

有
力
商
人
の
変
遷

　

堺
の
有
力
商
人
層
に
つ
い
て
、
遣
明
船
貿
易
に
関
わ
っ
た
貿
易
商
人
た
ち
は
、
天

文
一
六
年
（
一
五
四
七
）
を
最
後
に
遣
明
船
貿
易
が
途
絶
す
る
と
軒
並
み
姿
を
消
し
、

替
っ
て
織
豊
政
権
期
に
活
躍
す
る
今
井
宗
久
・
津
田
宗
及
な
ど
の
納
屋
衆
（
問
屋
層
）

が
登
場
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
87
（

。
一
六
世
紀
中
期
に
前
代
ま
で
の
堺
の
有
力

商
人
の
活
動
が
確
認
し
づ
ら
く
な
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
）
88
（

、
そ
の
理
由
を
遣
明
船
貿

易
の
趨
勢
の
み
に
帰
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
大
内
氏
と
並
ん
で
遣
明
船
貿
易
の
主
催
者
で
あ
り
続
け
た
細
川

京
兆
家
は
、
一
五
世
紀
以
来
長
き
に
わ
た
っ
て
堺
北
荘
・
南
荘
と
い
う
荘
園
制
的
支

配
秩
序
に
依
拠
し
た
支
配
を
行
っ
て
い
た
。
そ
し
て
一
六
世
紀
中
期
に
細
川
京
兆
家

と
荘
園
制
的
支
配
秩
序
は
期
を
一
に
し
て
衰
退
す
る
。
遣
明
船
貿
易
も
関
係
す
る
細

川
京
兆
家
の
支
配
や
荘
園
制
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
室
町
期
的
な
秩
序
が
機
能
不
全
を

き
た
し
、
そ
の
秩
序
に
依
拠
し
て
い
た
者
が
連
動
し
て
衰
退
し
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
当
該
期
は
前
代
ま
で
の
在
地
秩
序
の
紐
帯
も
変
容
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

堺
南
荘
鎮
守
の
開
口
神
社
（
お
よ
び
神
宮
寺
の
念
仏
寺
）
の
所
蔵
史
料
は
、
堺
の
在

地
の
史
料
群
と
し
て
随
一
の
質
量
を
誇
る
が
、
天
文
期
ま
で
は
各
種
支
配
権
力
と
の

交
渉
や
住
民
が
関
わ
る
寄
進
、
買
得
関
係
の
史
料
が
多
く
み
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
れ

以
降
は
そ
の
種
の
史
料
は
途
絶
え
る
）
89
（

。
こ
の
よ
う
な
史
料
群
の
状
況
は
、
中
世
後
期

に
地
域
の
中
核
で
あ
っ
た
寺
社
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
を
境
に
地
域
の
支
配
や
社
会

生
活
、
あ
る
い
は
信
仰
の
拠
り
所
と
し
て
の
性
格
が
弱
ま
る
な
ど
、
地
域
社
会
と
の

関
係
が
変
化
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば

こ
の
変
化
は
、
地
域
の
中
核
と
な
る
寺
社
の
保
護
が
地
域
社
会
の
指
導
的
地
位
に
つ

く
要
素
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
有
徳
人
」
と
し
て
の
会
合
衆
の
存
在
基

盤
も
大
き
く
揺
る
が
し
た
で
あ
ろ
う
）
90
（

。
会
合
衆
を
構
成
す
る
よ
う
な
有
力
商
人
層
が

一
六
世
紀
中
期
を
境
に
入
れ
替
わ
る
現
象
は
、
支
配
構
造
を
含
む
堺
の
社
会
構
造
の

変
化
と
も
連
動
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
91
（

。

発
掘
調
査
に
よ
る
と
、
一
五
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
堺
の
都

市
空
間
は
基
本
的
に
拡
大
し
、
緻
密
化
が
進
展
す
る
）
92
（

。
途
中
で
支
配
権
力
の
交
代
や

遣
明
船
貿
易
の
途
絶
が
あ
り
な
が
ら
も
、
堺
は
そ
れ
ら
の
動
向
と
波
長
を
合
わ
せ
る

こ
と
な
く
発
展
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
一
六
世
紀
中
期
に
新
た
に
台
頭
し
、
織
豊
期

に
わ
た
っ
て
活
躍
す
る
今
井
宗
久
や
津
田
宗
及
、
千
利
休
な
ど
の
有
力
商
人
は
、
斯

様
な
都
市
の
発
展
を
基
盤
と
し
、
衰
退
し
た
前
代
の
社
会
秩
序
に
依
ら
ず
に
自
立
で

き
た
者
達
な
の
で
あ
ろ
う
。
新
た
な
社
会
秩
序
は
、
荘
園
制
的
秩
序
に
依
ら
ず
、
町

共
同
体
を
基
礎
単
位
と
し
た
地
縁
的
自
治
構
造
を
基
盤
と
す
る
も
の
だ
が
、
新
興
の

有
力
商
人
は
こ
の
秩
序
に
親
和
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
93
（

。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
当
時
の
有
力
商
人
は
町
共
同
体
の
自
治
機
能
を
超
え
る
力

量
も
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

【
史
料
）
94
（
10
】

（
前
略
）
と
こ
ろ
で
日
比
屋
デ
ィ
オ
ゴ
了
珪
は
司
祭
た
ち
を
保
護
し
て
は
い
た

も
の
の
、
こ
の
堺
の
市まち
で
は
そ
れ
ほ
ど
の
有
力
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
司
祭

た
ち
は
堺
に
お
い
て
自
分
た
ち
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
町
内
を
見
つ

け
る
の
に
大
い
に
苦
労
も
し
困
難
を
嘗
め
た
。（
後
略
）

イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
に
よ
る
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
時
と

さ
れ
る
記
録
で
あ
る
。
町
に
居
住
す
る
た
め
に
は
町
共
同
体
の
認
可
が
必
要
で
あ
っ

た
こ
と
は
先
述
し
た
が
、宣
教
師
を
保
護
し
て
い
た
日
比
屋
了
珪
は
そ
れ
ほ
ど
の「
有

力
者
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
宣
教
師
を
受
け
入
れ
る
町
を
見
つ
け
る
こ
と
に
苦
労

し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、「
有
力
者
」
で
あ
れ
ば
町
共
同
体
に
対
し
て
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影
響
力
を
行
使
し
、
宣
教
師
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
調
え
る
こ
と
で
き
た
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。「
有
力
者
」
と
は
、
お
そ
ら
く
堺
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
有
力
商
人
で

あ
ろ
う
。
前
代
の
会
合
衆
は
、
そ
の
特
異
な
力
量
に
よ
っ
て
自
治
を
補
完
す
る
活
動

を
行
い
得
た
が
、
当
該
期
の
有
力
商
人
も
そ
の
よ
う
な
力
量
を
有
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
力
量
の
源
は
【
史
料
3
】
で
示
し
た
よ
う
な
商
業
上
の
上
位
者
と
し

て
の
地
位
で
あ
ろ
う
。
経
済
都
市
堺
で
は
、
商
業
上
の
力
関
係
が
社
会
生
活
上
に
も

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

有
力
商
人
と
支
配
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
代
ま
で
は
荘
園
制
に
依
拠
し

た
交
通
・
流
通
体
系
や
遣
明
船
貿
易
を
通
じ
て
構
築
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

当
該
期
の
有
力
商
人
と
当
時
堺
を
支
配
し
て
い
た
三
好
権
力
と
は
、
宗
教
勢
力
（
法

華
宗
日
隆
門
流
・
臨
済
宗
大
徳
寺
北
派
）
を
介
し
た
り
）
95
（

、
新
興
の
文
化
で
あ
る
茶
湯

を
通
し
て
関
係
を
築
い
て
い
た
。
ま
た
三
好
権
力
は
、
有
力
商
人
を
大
名
間
外
交
の

取
次
に
起
用
し
て
い
た
）
96
（

。
大
名
間
外
交
の
取
次
は
、
も
と
も
と
有
力
商
人
が
遠
隔
地

流
通
に
よ
っ
て
築
い
て
い
た
関
係
性
や
、
茶
湯
な
ど
の
文
化
的
素
養
を
期
待
し
て
の

こ
と
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
茶
湯
を
通
し
た
関
係
構
築
や
有
力
商
人
を
個
別
に
把
握
し

て
支
配
権
力
の
政
策
に
起
用
す
る
方
式
は
、
前
代
ま
で
の
支
配
権
力
と
有
力
商
人
の

関
係
性
と
は
異
な
る
と
同
時
に
、
織
豊
期
の
そ
れ
に
繋
が
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も

ま
た
当
該
期
の
画
期
性
の
一
つ
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

❸
織
田
権
力
期
の
都
市
構
造

　

最
後
に
、
前
章
で
検
討
し
た
一
六
世
紀
中
期
の
堺
の
都
市
構
造
が
、
十
六
世
紀
後

期
（
織
田
権
力
期
）
に
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
か
を
見
て
お
き
た
い
。

1　

近
世
的
支
配
構
造
の
成
立

織
田
信
長
の
本
格
的
な
畿
内
進
出
は
永
禄
一
一
年
（
一
五
六
八
）
か
ら
始
ま
っ
た
。

信
長
は
三
好
権
力
と
対
決
し
な
が
ら
、
堺
や
尼
崎
な
ど
に
多
額
の
矢
銭
（
軍
用
金
）

を
要
求
し
た
。
三
好
権
力
の
重
要
拠
点
で
あ
っ
た
堺
は
、
住
民
が
堀
を
掘
っ
た
り
櫓

を
構
え
る
な
ど
し
て
一
時
敵
対
す
る
姿
勢
を
見
せ
た
が
）
97
（

、
ま
も
な
く
受
け
入
れ
、
織

田
権
力
の
実
質
的
な
直
轄
地
に
な
っ
た
）
98
（

。

堺
の
支
配
に
お
い
て
、
織
田
権
力
は
ま
ず
南
北
荘
の
枠
組
み
を
支
配
構
造
と
し
て

利
用
し
た
。
北
荘
の
支
配
で
は
、
堺
の
有
力
商
人
で
、
い
ち
早
く
織
田
氏
と
結
ん
で

い
た
今
井
宗
久
）
99
（

が
現
地
の
担
当
者
に
起
用
さ
れ
た
。
有
力
商
人
を
個
別
に
取
り
込
む

方
策
で
あ
る
と
と
も
に
、
堺
の
住
民
で
あ
る
宗
久
を
支
配
構
造
の
中
に
位
置
づ
け
る

こ
と
で
、
在
地
支
配
の
便
を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
南
荘
は
安
宅
神

太
郎
（
三
好
長
慶
の
次
弟
安
宅
冬
康
の
嫡
子
）
に
担
当
さ
せ
た
。
堺
は
も
と
も
と
三

好
権
力
の
影
響
が
強
か
っ
た
た
め
、
三
好
氏
の
一
族
で
あ
る
安
宅
神
太
郎
を
据
え
る

こ
と
で
、
北
荘
と
同
様
に
円
滑
な
在
地
支
配
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
100
（

。

　

ま
た
織
田
権
力
は
、
成
長
を
遂
げ
て
い
た
町
共
同
体
を
基
盤
と
す
る
都
市
共
同
体

を
通
じ
た
支
配
を
推
進
し
た
。

【
史
料
）
101
（
11
】

請
取
申
御
運
上
銭
之
事

合
弐
百
貫
文
者

右
之
御
代
物
者
、宗（今
井
）久上

洛
付
て
、先
拙
者
請
取
置
申
候
、宗
久
下
津
之
時
申
聞
、

重
而
請
取
可
進
候
、
仍
如
件

■（安
原
基
四
郎
カ
）

■
■
■
■

永
禄
十
二
年
十
月
十
五
日　

　
　
　
　

■
■

今
井
帯
刀
左
衛
門
尉

　
　
　
　
　
　

久
胤

南
材
木
御
町
参

　
　

同
合
五
十
貫
文

　
　
　

永
禄
十
二　

十
月
十
七
日　

　
　
　
　

久
胤

甲
斐
御
町
参
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南
材
木
町
や
甲
斐
町
（
共
に
南
荘
）
と
い
っ
た
町
共
同
体
か
ら
運
上
銭
が
徴
収
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
）
102
（

。
ま
た
同
じ
永
禄
一
二
年
（
一
五
六
九
）
に
、
織
田
氏
重

臣
の
佐
久
間
信
盛
が
「
北
庄
端
郷
中
」
へ
人
夫
や
諸
役
を
催
促
し
て
い
る
（【
史
料

8
】）。
前
代
の
三
好
権
力
期
に
は
、
都
市
共
同
体
の
最
大
単
位
で
中
世
以
来
の
荘
の

枠
組
み
を
継
承
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
荘
中
」
を
支
配
対
象
と
し
た
史
料

が
あ
っ
た
が
（【
史
料
9
】）、
織
田
権
力
期
に
は
、
天
文
初
期
に
成
立
し
た
町
共
同

体
や
、そ
の
後
ま
も
な
く
の
成
立
と
推
測
さ
れ
る
堺
全
体
を
統
括
す
る
自
治
構
造「
南

北
四
辻
制
」
の
単
位
（
本
郷
中
・
端
郷
中
）
を
支
配
対
象
と
す
る
史
料
が
は
じ
め
て

確
認
さ
れ
る
。
織
田
権
力
は
当
初
か
ら
こ
の
よ
う
な
重
層
的
な
都
市
共
同
体
の
シ
ス

テ
ム
を
最
大
限
利
用
し
た
支
配
を
展
開
し
、
そ
の
過
程
で
都
市
共
同
体
の
自
律
性
の

強
化
が
求
め
ら
れ
、
町
組
が
制
度
的
に
整
っ
て
い
く
と
い
う
流
れ
が
京
都
研
究
に
お

い
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
）
103
（

、
堺
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
織
田
権
力
は
、
南
北
荘
別
で
行
っ
て
い
た
当
初
の
支
配
体
制
を
変
容
さ
せ

る
。
遅
く
と
も
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
四
月
頃
に
は
信
長
側
近
の
松
井
友
閑
を
堺

の
「
政
所
」（
代
官
）
と
し
て
就
任
さ
せ
て
い
た
）
104
（

。「
政
所
」
松
井
友
閑
は
、
運
上
銭

や
そ
の
他
の
賦
課
金
、
物
資
徴
収
の
管
轄
を
担
っ
て
い
た
が
）
105
（

、
そ
の
地
理
的
範
囲
は

堺
南
北
荘
を
一
括
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
初
の
織
田
権
力
に
よ
る

南
北
荘
別
の
支
配
体
制
は
、
堺
の
伝
統
的
な
支
配
構
造
に
従
い
、
進
出
時
の
混
乱
を

緩
和
す
る
過
渡
的
処
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
後
の
堺
の
支
配
機
関
は
堺
南

北
を
一
括
す
る
も
の
が
常
態
化
す
る
こ
と
か
ら
、
南
北
の
枠
組
み
に
依
拠
し
な
い
近

世
的
な
支
配
構
造
が
、
当
該
期
に
明
確
に
成
立
し
た
と
い
え
よ
う
。

2　

織
田
権
力
期
の
自
治
構
造

当
該
期
の
有
力
商
人
に
つ
い
て
は
、
織
田
権
力
の
畿
内
進
出
直
後
か
ら
今
井
宗
久

が
信
長
に
通
じ
て
堺
五
ヶ
庄
の
代
官
に
任
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
堺
北
荘
の
支
配
を
担
当

し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
）
106
（

。
ま
た
津
田
宗
及
は
当
初
は
織
田
権
力
と

は
距
離
を
置
い
て
い
た
も
の
の
、
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
頃
を
境
に
し
て
織
田
権

力
方
に
転
じ
て
い
く
と
い
う
）
107
（

。
そ
し
て
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
三
月
二
四
日
、
京

都
相
国
寺
で
催
さ
れ
た
信
長
主
催
の
茶
会
に
、「
堺
衆
」
と
し
て
、
紅
屋
宗
陽
・
塩

屋
宗
悦
・
今
井
宗
久
・
茜
屋
宗
左
・
山
上
宗
二
・
松
江
隆
仙
・
高
三
隆
世
・
千
宗
易
・

油
屋
常
琢
・
津
田
宗
及
の
一
〇
名
が
参
加
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
）
108
（

。
こ
の
時
点
で

堺
が
総
じ
て
信
長
方
に
与
し
た
と
評
価
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ

て
い
る
が
）
109
（

、
こ
れ
以
降
、
織
田
権
力
の
支
配
が
さ
ら
に
浸
透
し
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
今
井
宗
久
の
例
の
よ
う
に
織
田
権
力
は
有
力
商
人
ら
と
個
人
的

に
関
係
を
結
ん
で
い
く
よ
う
に
な
り
）
110
（

、
一
方
で
織
田
権
力
進
出
後
、
有
力
商
人
が
集

団
で
前
代
ま
で
の
会
合
衆
の
よ
う
な
政
治
活
動
を
行
っ
た
記
録
が
見
ら
れ
な
く
な
る

こ
と
か
ら
、
当
該
期
に
は
政
治
集
団
と
し
て
の
会
合
衆
は
解
体
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

で
は
総
じ
て
、
当
該
期
の
堺
の
自
治
秩
序
は
ど
の
よ
う
な
様
相
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

【
史
料
）
111
（
12
】

一
、
大
船
方
々
相
尋
候
へ
共
、
無
之
由
候
、
先
如
形
安
宅
船
相
拵
、
小
船
相
付
、

日
々
動
之
由
可
然
候
、
堺
ニ
大
船
有
之
由
候
間
、
可
相
調
法
之
旨
、
南
北

へ
も
宮
内
法
印
ニ
も
堅
申
付
候
、
左
様
之
船
調
候
者
、
も
と
船
ニ
し
た
て
、

船
共
相
付
候
者
、
猶
以
可
然
候
間
、
佐
久
間
相
談
可
調
儀
候
、
宮
法
も
所

用
候
て
罷
下
候
間
、
早
々
堺
へ
罷
越
、
馳
走
仕
候
へ
と
申
付
候
、
可
成
其

意
候

　
　
　
　
（
中
略
）　　

　
　
　

　
　
　
　
　

六

（
天
正
六
年（
一
五
七
八
））月

十
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
黒（信
長
）印）

荒
木
摂（村
重
）津

守
殿

織
田
信
長
が
堺
の
大
船
を
調
達
す
る
際
、
そ
の
指
示
を
堺
南
北
（
南
荘
中
・
北

荘
中
か
）
と
宮
内
法
印
（
＝
堺
政
所
の
松
井
友
閑
）
の
双
方
に
行
う
よ
う
求
め
て
い

る
。
堺
政
所
か
ら
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
支
配
が
貫
徹
し
て
お
ら
ず
、
上
級
権
力
が
直

接
、
都
市
共
同
体
と
向
き
合
う
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
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一
方
で
、
次
の
史
料
は
都
市
共
同
体
と
有
力
商
人
と
の
関
係
の
一
端
を
示
し
て

い
る
。

【
史
料
）
112
（
13
】

同
五
月
廿
九
日
ニ
、
徳
川
殿
堺
へ
被
成
御
下
津
候
、
庄
中
ニ
振
舞
之
儀
、
従

宮
法
被
仰
付
候
而
、
請
取

く
い
た
し
候
而
仕
事
ニ
候
、

天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
五
月
、
津
田
宗
及
は
来
堺
す
る
徳
川
家
康
を
饗
応

す
る
よ
う
に
荘
中
に
伝
え
る
こ
と
を
、堺
政
所
の
松
井
友
閑
か
ら
指
示
さ
れ
て
い
る
。

荘
中
は
堺
政
所
を
通
じ
て
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
の
支
配
が
貫
徹
さ
れ
な
い
程
の
自
立

性
を
有
し
て
い
た
が
、津
田
宗
及
は
そ
う
し
た
荘
中
に
指
示
で
き
得
る
存
在
で
あ
り
、

そ
の
関
係
性
を
堺
政
所
も
利
用
し
て
い
た
（
頼
っ
て
い
た
）。
前
代
ま
で
の
ト
ッ
プ

ク
ラ
ス
の
有
力
商
人
が
都
市
共
同
体
の
自
律
的
決
定
に
あ
る
程
度
影
響
力
を
行
使
で

き
て
い
た
こ
と
は
前
章
ま
で
で
確
認
し
て
き
た
が
、
当
該
期
も
有
力
商
人
は
同
様
の

力
量
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
堺
の
自
治
秩
序
の
一

貫
し
た
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

当
該
期
の
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
は
、
堺
に
つ
い
て
「
自
由
に
し
て
か
つ
共
和
国

の
体
制
に
依
り
て
治
め
ら
る
」）113
（

と
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
一
六
世
紀
中
期
の

そ
れ
と
比
べ
て
大
差
が
な
い
。
か
つ
て
の
自
由
都
市
論
）
114
（

や
無
縁
・
公
界
論
）
115
（

で
は
、
堺

の
都
市
自
治
は
少
数
の
有
力
商
人
（
会
合
衆
）
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
、
最
後
は
彼
ら

が
統
一
権
力
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
治
が
否
定
さ
れ
る
と
評
価
し
た
が
、

捉
え
方
と
し
て
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
六
世
紀
中
期
に
町
共
同
体
を
基
盤
に
し

て
成
立
し
た
地
縁
性
に
基
づ
く
都
市
全
体
の
自
治
構
造
（
都
市
共
同
体
）
は
、
住
民

の
生
活
保
障
や
治
安
維
持
に
お
け
る
強
い
自
律
性
を
有
し
て
お
り
、
有
力
商
人
ら
は

斯
様
な
自
治
を
補
完
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
一
六
世
紀
後
期
も
そ
の
よ
う
な
自
治
秩

序
は
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
有
力
商
人
の
集
団
は
対
外
的
な
政
治
的
機
能
は

行
使
し
な
く
な
る
も
の
の
、
都
市
内
部
へ
の
影
響
力
は
健
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
自
治
秩
序
に
対
峙
し
、
そ
の
秩
序
に
依
拠
す
る
と
同
時
に
、
都
市
共
同
体
の
自
律

性
の
さ
ら
な
る
強
化
や
組
織
の
進
化
を
促
し
な
が
ら
織
田
権
力
は
支
配
を
深
化
さ
せ

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
室
町
後
期
か
ら
織
田
権
力
期
に
か
け
て
の
堺
の
自
治
お
よ
び
支
配
の

構
造
と
そ
の
変
容
過
程
を
検
討
し
て
き
た
。

こ
の
期
間
は
い
わ
ゆ
る
中
近
世
移
行
期
に
あ
た
る
。中
近
世
移
行
期
に
つ
い
て
は
、

勝
俣
鎭
夫
氏
が
「
荘
園
制
か
ら
村
町
制
へ
」
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
を
提
示
し
た
が
）
116
（

、
堺

に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
同
様
の
動
向
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
堺

南
北
荘
を
枠
組
み
と
す
る
荘
園
制
的
社
会
構
造
か
ら
町
共
同
体
を
基
盤
と
し
た
地
縁

的
自
治
構
造
が
主
体
と
な
る
社
会
構
造
へ
の
移
行
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
分
水
嶺
は
地

縁
的
自
治
構
造
が
都
市
全
体
に
展
開
し
た
一
六
世
紀
中
期
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の

時
期
に
、そ
の
よ
う
な
動
向
と
連
動
し
て
支
配
権
力
の
交
代
、有
力
商
人
層（
会
合
衆
）

の
交
代
と
い
っ
た
大
き
な
変
化
が
生
じ
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
が
記
し
た
堺
の
「
平

和
領
域
性
」
や
自
治
の
象
徴
と
さ
れ
る
環
濠
の
形
成
は
、
当
該
期
の
地
縁
的
自
治
構

造
（
都
市
共
同
体
）
の
展
開
が
生
み
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
様
々

な
部
位
で
変
化
を
遂
げ
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
一
六
世
紀
中
期
の
都
市
構
造
が
、
近
世

的
都
市
構
造
と
し
て
一
六
世
紀
後
期
以
降
に
継
承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
従
来
は
静
的
に
捉
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
堺
の
都
市
構
造
に

つ
い
て
、
本
稿
で
は
そ
の
変
容
に
着
目
し
て
論
じ
た
。
し
か
し
一
六
世
紀
中
期
の
画

期
に
焦
点
を
絞
っ
た
論
理
展
開
で
あ
っ
た
た
め
、
都
市
構
造
の
変
容
に
関
わ
る
論
点

で
捨
象
し
て
し
ま
っ
た
も
の
が
多
い
。変
容
前
の
社
会
構
造
と
し
て
位
置
づ
け
た「
荘

園
制
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
が
論
の
起
点
と
し
た
一
五
世
紀
後
期
時
点
で
既
に
終

末
期
で
あ
っ
た
）
117
（

。
荘
園
制
的
社
会
秩
序
が
残
存
し
つ
つ
も
、
例
え
ば
一
五
世
紀
後
期

に
開
口
神
社
に
結
集
す
る
人
々
が
鎌
倉
期
と
比
べ
て
は
る
か
に
多
様
化
し
て
い
る
な

ど
）
118
（

、
新
た
な
秩
序
形
成
は
既
に
始
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
「
有
徳

人
」
的
な
会
合
衆
も
、
中
世
後
期
の
流
通
経
済
構
造
を
含
む
社
会
構
造
の
変
容
が
生
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み
出
し
た
一
形
態
で
あ
ろ
う
。
本
稿
が
一
五
世
紀
後
期
時
点
で
取
り
上
げ
た
事
象
は

既
に
中
世
後
期
以
来
の
変
容
の
産
物
な
の
で
あ
り
、
よ
り
長
い
ス
パ
ン
で
中
世
か
ら

近
世
へ
の
構
造
変
容
を
捉
え
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
課
題
は
本
稿
の
対
象
時
期
以
後
に
つ
い
て
も
該
当
す
る
。
江
戸
期
の
都
市
構

造
と
連
接
さ
せ
て
論
じ
る
た
め
に
は
、
一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
の
豊

臣
政
権
期
〜
江
戸
前
期
の
検
討
が
欠
か
せ
な
い
。
目
立
つ
と
こ
ろ
に
限
っ
て
も
、
天

正
一
四
年
（
一
五
八
六
）
に
豊
臣
秀
吉
が
行
っ
た
堺
政
所
（
堺
奉
行
）
の
交
代
、
寺

社
領
の
再
編
、
環
濠
の
埋
設
と
い
っ
た
処
置
）
119
（

や
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
以
降
の

徳
川
政
権
に
よ
る
都
市
空
間
改
造
は
堺
の
支
配
と
自
治
の
構
造
に
少
な
く
な
い
影
響

を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
近
世
の
都
市
構
造
の
確
立
に
は

支
配
権
力
側
か
ら
の
作
用
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
）
120
（

、
近
世
堺
の
都
市
構
造
の
確
立
に
つ
い
て
は
、
特
に
支
配
権
力
と
の
関
係
に
留

意
し
て
論
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
本
稿
で
検
討
し
た
内
容
と
、
共
同
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
元
禄
二
年
堺

大
絵
図
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

こ
の
絵
図
が
示
す
町
割
は
、
元
和
元
年
以
降
の
徳
川
政
権
に
よ
る
都
市
空
間
改
造

に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
発
掘
調
査
等
で
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
絵
図
の

作
成
は
、
堺
奉
行
佐
久
間
信
就
に
よ
る
都
市
行
政
再
編
期
に
、
堺
奉
行
の
指
示
を
受

け
、
南
北
四
辻
の
惣
年
寄
の
も
と
で
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
121
（

。
概
し
て
、
元

禄
二
年
（
一
六
八
九
）
当
時
の
徳
川
政
権
下
で
の
近
世
的
な
空
間
構
造
と
行
政
構
造

を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
一
方
で
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
町
共
同
体
の
展
開
お
よ
び
都

市
全
体
を
統
括
す
る
自
治
構
造
（
南
北
四
辻
制
）
と
い
っ
た
堺
の
近
世
的
都
市
構
造

は
、
一
六
世
紀
中
期
に
は
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
絵
図
が
示
す
一
七
世
紀

末
の
都
市
構
造
は
、
一
六
世
紀
以
来
の
連
続
性
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
と
評
価
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
既
に
朝
尾
直
弘
氏
が
、
こ
の
絵
図
で
示
さ
れ
て
い
る
町
組
の
空
間

構
造
か
ら
遡
っ
て
、
近
世
以
前
の
都
市
形
成
過
程
に
お
け
る
堺
南
北
の
差
異
や
町
組

（
1
）
原
田
伴
彦「
十
六
世
紀
の
自
由
都
市
―
堺
の
歴
史
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
」〔『
原
田
伴
彦
論

集
第
三
巻　

都
市
社
会
史
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
五
年
。
初
出
は
一
九
五
〇
年
〕、
同

「
中
世
都
市
の
自
治
的
共
同
組
織
に
つ
い
て
」〔
前
掲
書
、
初
出
は
一
九
五
二
年
〕、
豊
田
武

『
封
建
都
市　

豊
田
武
著
作
集
第
四
巻
』〔
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
。
初
出
は
一
九
四
一
〜

一
九
七
五
年
〕。

（
2
）
網
野
善
彦
「
中
世
都
市
論
」〔『
網
野
善
彦
著
作
集
第
一
三
巻　

中
世
都
市
論
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
七
年
。
初
出
は
一
九
七
六
年
〕、
同「
無
縁
・
公
界
・
楽
」〔『
網
野
善
彦
著
作
集
第
一
二

巻　

無
縁
・
公
界
・
楽
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。
初
出
は
一
九
七
八
年
〕。

（
3
）
朝
尾
直
弘
「
近
世
の
身
分
制
と
賤
民
」〔『
朝
尾
直
弘
著
作
集
第
六
巻　

近
世
都
市
論
』
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
四
年
。
初
出
は
一
九
八
一
年
〕、
同
「
惣
村
か
ら
町
へ
」〔
前
掲
著
書
。
初
出
は

一
九
八
八
年
〕。

（
4
）　

朝
尾
直
弘「
国
際
的
な
自
治
都
市
」〔
朝
尾
直
弘
・
栄
原
永
遠
男
・
仁
木
宏
・
小
路
田
泰
直
編『
堺

の
歴
史
―
都
市
自
治
の
源
流
―
』
角
川
書
店
、一
九
九
九
年
〕、同
「
自
由
・
自
治
都
市
堺
」〔『
朝

尾
直
弘
著
作
集
第
六
巻　

近
世
都
市
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
。
初
出
は
二
〇
〇
三
年
〕。

（
5
）
吉
田
豊
「
堺
中
世
の
会
合
と
自
由
」〔『
堺
市
博
物
館
報
』
一
七
、堺
市
博
物
館
、一
九
九
八
年
〕。

（
6
）　

古
野
貢
『
中
世
後
期
細
川
氏
の
権
力
構
造
』〔
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
八
年
〕、天
野
忠
幸
「
戦

国
期
に
お
け
る
三
好
氏
の
堺
支
配
を
め
ぐ
っ
て
」〔『
堺
市
博
物
館
報
』
三
〇
、
堺
市
博
物
館
、

二
〇
一
一
年
〕、
廣
田
浩
治
「
武
家
公
権
・
地
域
公
権
の
都
市
と
し
て
の
中
世
堺
」〔『
堺
市
博

物
館
研
究
報
告
』
三
二
、
堺
市
博
物
館
、
二
〇
一
三
年
〕。

（
7
）　

拙
稿
「
室
町
後
期
・
戦
国
期
に
お
け
る
堺
の
都
市
構
造
―
会
合
衆
の
再
検
討
―
」〔『
ヒ
ス
ト

リ
ア
』
二
二
〇
、二
〇
一
〇
年
〕。

（
8
）　

泉
澄
一
『
堺　

―
中
世
自
由
都
市
―   

』〔
教
育
社
、
一
九
八
一
年
〕、
柿
崎
文
雄「
室
町
期

に
お
け
る
堺
会
合
衆
の
構
成
に
関
す
る
一
考
察
」〔『
比
較
都
市
研
究
』
一
―
二
、一
九
八
二

年
〕、
小
西
瑞
恵
「
戦
国
期
堺
の
形
成
と
自
治
」〔『
中
世
都
市
共
同
体
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
〇
年
。
初
出
は
一
九
八
六
年
〕、
佐
々
木
正
行
「
十
六
世
紀
に
お
け
る
堺
の
会
合
衆
に

つ
い
て
」〔『
白
山
史
学
』
三
三
、一
九
九
七
年
〕、
註
（
4
）
朝
尾
論
文
、
註
（
5
）
吉
田
論
文
、

註
（
7
）
拙
稿
な
ど
。

（
9
）　

勝
俣
鎭
夫
「
戦
国
時
代
の
村
落
―
和
泉
国
入
山
田
村
・
日
根
野
村
を
中
心
に
―
」〔『
戦
国
時

註 間
の
格
差
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
）
122
（

、
そ
の
観
点
か
ら
の
研
究
の
さ
ら
な
る
深
化

も
含
め
て
、
中
・
近
世
に
お
け
る
都
市
構
造
の
変
遷
を
動
態
的
に
把
握
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
元
禄
二
年
堺
大
絵
図
は
そ
の
格
好
の
史
料
と
し
て
、
多
様
な
視
角
か

ら
検
討
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
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代
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
。
初
出
は
一
九
八
五
年
〕。

（
10
）　

註
（
1
）

（
11
）　

一
五
八
二
年
二
月
十
五
日（
天
正
十
年
一
月
二
十
三
日
）付
、長
崎
発
、パ
ー
ド
レ
・
ガ
ス
パ
ル
・

ク
エ
リ
ヨ
よ
り
イ
エ
ズ
ス
会
総
会
長
に
贈
り
た
る
も
の
〔
村
上
直
次
郎
訳
・
柳
谷
武
夫
編
『
イ

エ
ズ
ス
会
日
本
年
報 

上
（
新
異
国
叢
書
三
）』
雄
正
堂
書
店
、
一
九
六
九
年
〕。

（
12
）　

桜
井
英
治
「
中
世
・
近
世
の
商
人
」〔
桜
井
英
治
・
中
西
聡
編
『
新 

体
系
日
本
史
一
二　

流

通
経
済
史
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
〕。

（
13
） 　

本
章
は
註
（
7
）
拙
稿
の
内
容
に
新
知
見
を
加
え
て
構
成
し
て
い
る
。

（
14
）  　

續
伸
一
郎
「
戦
国
時
代
の
自
治
都
市 

堺
―
発
掘
調
査
か
ら
み
た
堺
環
濠
都
市
遺
跡
―
」〔
小

野
正
敏
・
萩
原
三
雄
編
『
戦
国
時
代
の
考
古
学
』
高
志
書
院
、
二
〇
〇
三
年
〕。

（
15
）   　

朝
尾
直
弘
「
元
禄
二
年
堺
大
絵
図
を
読
む
」〔『
朝
尾
直
弘
著
作
集
第
六
巻　

近
世
都
市
論
』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
。
初
出
は
一
九
七
七
年
〕。

（
16
）　
『
堺
市
史　

第
一
巻　

本
編
第
一
』〔
堺
市
役
所
、
一
九
二
九
年
〕。

（
17
） 　
『
開
口
神
社
文
書
』
四
―
七
〔
文
明
八
年
二
月
二
七
日
付
〕。
以
下
『
開
口
神
社
文
書
』
と
し

た
場
合
は
同
社
編
『
開
口
神
社
史
料
』（
一
九
七
五
年
）所
載
。
同
書
の
分
類
に
従
い
、
巻
子
第

四
巻
―
七
号
な
ら
ば
四
―
七
と
示
す
。
そ
の
他
の
分
類
は
随
時
示
す
。

（
18
） 　
『
天
文
御
日
記
』
天
文
八
年（
一
五
三
九
）四
月
二
九
日
条
〔『
真
宗
史
料
集
成　

第
三
巻　

一

向
一
揆
』
同
朋
舎
、
二
〇
〇
三
年
。
以
下
同
〕。

（
19
） 　

一
六
五
号
「
御
前
落
居
奉
書
」〔
今
谷
明
・
高
橋
康
夫
編『
室
町
幕
府
文
書
集
成　

奉
行
人
奉

書
篇　

上
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
六
年
〕

（
20
） 　

仁
木
宏
「
荘
・
浦
か
ら
都
市
へ
」〔
朝
尾
直
弘
・
栄
原
永
遠
男
・
仁
木
宏
・
小
路
田
泰
直
編
『
堺

の
歴
史
―
都
市
自
治
の
源
流
―
』
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
〕、
註
（
6
）
廣
田
論
文
。

（
21
）　
『
蔭
涼
軒
日
録
』
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
九
月
八
日
条〔
竹
内
理
三
編
『
増
補　

續
史
料
大

成　

蔭
涼
軒
日
録
』
臨
川
書
店
、
一
九
七
八
・
七
九
年
。
以
下
同
〕。

（
22
） 　
『
大
館
常
興
日
記
』
天
文
一
〇
年
（
一
五
四
一
）八
月
一
六
日
条
〔
竹
内
理
三
編
『
増
補　

續

史
料
大
成　

大
舘
常
興
日
記
二
』
臨
川
書
店
、
一
九
六
七
年
〕。

（
23
） 　

明
応
二
年（
一
四
九
三
）一
二
月
二
日
付
安
富
元
家
折
紙
〔『
開
口
神
社
文
書
』
三
―
三
）、
同

年
一
二
月
二
日
付
小
坂
安
秀
折
紙
〔『
開
口
神
社
文
書
』
三
―
四
〕。

（
24
） 　
『
天
文
御
日
記
』
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
一
一
月
六
日
条
、
註
（
18
）。

（
25
） 　
『
天
文
御
日
記
』
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
一
二
月
六
日
条
。

（
26
）　

註
（
19
）

（
27
）　
『
蔭
涼
軒
日
録
』
文
明
一
九
年
（
一
四
八
七
）
九
月
二
四
日
条
。

（
28
）　
『
天
文
御
日
記
』
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
一
二
月
二
日
条
。

（
29
）　

二
五
〇
五
号
「
建
武
式
目
追
加
」〔
今
谷
明
・
高
橋
康
夫
編
『
室
町
幕
府
文
書
集
成　

奉
行
人

奉
書
篇　

下
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
六
年
〕。

（
30
）　
『
蔗
軒
日
録
』
文
明
一
七
年
（
一
四
八
五
）八
月
一
五
日
条
・
同
一
八
年
五
月
九
日
条〔
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録　

蔗
軒
日
録
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
。
以
下
同
〕。

（
31
） 　
『
蔗
軒
日
録
』
文
明
一
六
年
（
一
四
八
四
）
八
月
一
日
条
・
同
一
八
年
五
月
一
〇
日
条
。

（
32
） 　
『
蔗
軒
日
録
』
文
明
一
六
年
（
一
四
八
四
）
八
月
一
日
条
・
同
一
八
年
八
月
一
日
条
。

（
33
） 　
『
蔗
軒
日
録
』
文
明
一
七
年
（
一
四
八
五
）
八
月
一
五
日
条
。

（
34
） 　
『
蔗
軒
日
録
』
文
明
一
八
年
（
一
四
八
六
）
八
月
一
一
日
条
。

（
35
） 　
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
八
年（
一
四
七
六
）四
月
二
八
日
条〔
竹
内
理
三
編
『
増
補　

續
史
料
大
成　

大
乗
院
寺
社
雑
事
記　

六
』
臨
川
書
店
、
一
九
七
八
年
〕。

（
36
） 　
『
開
口
神
社
文
書
』
三
―
一
六
。

（
37
） 　
『
開
口
神
社
文
書
』
三
―
一
七
。

（
38
） 　

註
（
23
）

（
39
） 　
『
開
口
神
社
文
書
』
三
―
一
八
「
天
文
二
一
年
（
一
五
五
二
）一
二
月
一
八
日
付
、
池
永
長
阿

寄
進
状
」

（
40
） 　

高
橋
素
子
「
中
世
都
市
堺
成
立
過
程
に
お
け
る
都
市
民
の
変
容 

―
開
口
神
社
を
中
心
に
―
」

〔『
お
茶
の
水
史
学
』
四
七
、二
〇
〇
三
年
〕。

（
41
）  　
『
住
吉
松
葉
大
記
』
造
営
部
二
一
に
は
、
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）一
〇
月
、
長
年
絶
え
て

い
た
住
吉
神
社
の
小
松
原
大
鳥
居
を
堺
南
荘
の
池
永
助
太
郎
が
造
立
し
た
と
の
記
録
が
あ
る
。

（
42
）  　
『
開
口
神
社
文
書
』
六
―
三
〜
六
。

（
43
）  　
『
開
口
神
社
文
書
』
白
木
箱
―
五
・
七
な
ど
。

（
44
） 　
『
蔭
涼
軒
日
録
』
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）一
二
月
二
日
条
に
「
先
年
有
地
下
錯
乱
之
事
、

地
下
人
過
半
移
住
吉
浦
」
と
あ
る
。

（
45
） 　

稲
葉
継
陽「
街
道
の
宿
と
有
徳
人
」〔『
戦
国
時
代
の
荘
園
制
と
村
落
』校
倉
書
房
、一
九
九
八
年
。

初
出
は
一
九
九
一
・
一
九
九
二
年
〕、
榎
原
雅
治
「
地
域
社
会
に
お
け
る
街
道
と
宿
の
役
割
―
中

世
山
陽
道
と
宿
の
様
相
―
」〔『
日
本
中
世
地
域
社
会
の
構
造
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
。
初

出
は
一
九
九
二
年
〕。

（
46
） 　
『
糸
乱
記
』
中
田
易
直
校
訂
、
近
藤
出
版
社
、
一
九
七
九
年
。

（
47
） 　

し
か
し
こ
こ
に
お
い
て
も
、
一
般
に
自
治
的
権
限
と
考
え
ら
れ
て
い
る
貢
納
の
管
轄
や
検
断

な
ど
の
要
素
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
48
） 　

註
（
4
）
朝
尾
直
弘
「
国
際
的
な
自
治
都
市
」。

（
49
） 　

小
葉
田
淳
『
中
世
日
支
通
交
貿
易
史
の
研
究
』〔
刀
江
書
院
、
一
九
四
一
年
〕。

（
50
） 　

代
表
的
な
論
考
と
し
て
豊
田
武
「
堺
」〔
註
（
1
）
豊
田
論
文
。
初
出
は
一
九
五
七
・
六
六
年
〕。

（
51
） 　

田
中
健
夫
『
中
世
対
外
関
係
史
』〔
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
〕、
同
『
対
外
関
係
と

文
化
交
流
』〔
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
二
年
〕。

（
52
） 　

伊
藤
幸
司
「
大
内
氏
の
日
明
貿
易
と
堺
」〔『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
六
一
、一
九
九
八
年
〕。

（
53
） 　

岡
本
真「「
堺
渡
唐
船
」と
戦
国
期
の
遣
明
船
派
遣
」〔『
史
学
雑
誌
』
一
二
四
―
四
、二
〇
一
五

年
〕。

（
54
） 　

湯
谷
稔「
蔭
涼
軒
日
録
が
語
る
遣
明
貿
易
・
堺
南
荘
」〔『
禅
文
化
研
究
紀
要
』一
三
、一
九
八
四
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年
〕。

（
55
） 　
『
開
口
神
社
文
書
』
一
二
―
一
。

（
56
） 　
『
天
文
御
日
記
』
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
一
一
月
五
日
条
。

（
57
） 　

註
（
3
）

（
58
） 　

仁
木
宏
『
京
都
の
都
市
共
同
体
と
権
力
』〔
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
〇
年
〕。

（
59
） 　

註
（
4
）
朝
尾
直
弘
「
国
際
的
な
自
治
都
市
」。

（
60
） 　

註
（
40
）、
註
（
6
）
廣
田
論
文
。

（
61
） 　
『
天
文
御
日
記
』
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
一
二
月
二
日
条
・
同
月
六
日
条
に
て
、
本
願
寺

証
如
が
「
唐
船
」
見
物
の
た
め
に
堺
を
訪
れ
た
際
、
唐
船
に
関
わ
る
「
客
衆
中
」
や
地
縁
的
共

同
体
の
「
南
庄
中
」
と
共
に
、「
三
宅
主
計
入
道
」
が
単
独
で
音
信
を
し
て
い
る
。

（
62
）　

註
（
52
）
伊
藤
論
文
に
よ
る
と
、
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
発
の
遣
明
船
に
搭
乗
し
て
い
た

堺
商
人
は
池
永
宗
巴
・
池
永
新
兵
衛
・
池
永
三
郎
兵
衛
・
片
山
與
三
右
衛
門
・
片
山
新
右
衛
門
・

森（
盛
田
）田

新
左
衛
門
・
五
井
三
郎
次
郎
・
岩
井
七
郎
左
衛
門
・
石
田
與
三
五
郎
な
ど
、
天
文
一
六
年

発
の
遣
明
船
で
は
、
比
々
屋
助
五
郎
・
比
々
屋
代
助
四
郎
・
絹
屋
惣
五
郎
・
小
西
與
三
衛
門
・

森（
盛
田
）田

新
左
衛
門
・
池
永
次
郎
左
衛
門
・
土
官
吸
江
延
上
司
（
従
人
源
左
衛
門
）・
木
下
三
郎
衛
門
・

木
下
膳
次
郎
・
皮
屋
與
三
次
郎
・
石
田
與
三
五
郎
な
ど
で
あ
っ
た
。

（
63
） 　
『
開
口
神
社
文
書
』
二
―
一
一
。

（
64
） 　

堺
に
お
け
る
町
共
同
体
の
活
動
の
初
見
が
一
般
に
天
文
期
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、
三

宅
氏
の
堺
で
の
活
動
に
つ
い
て
、同
時
代
史
料
と
し
て
年
月
日
が
確
実
に
確
認
で
き
る
も
の
は
、

管
見
の
限
り
註
（
61
）『
天
文
御
日
記
』
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
一
二
月
六
日
条
の
記
事
が

最
後
と
な
る
。

（
65
） 　

細
川
京
兆
家
が
堺
南
北
荘
の
両
方
を
実
質
的
に
支
配
し
て
い
た
期
間
は
、
安
富
元
家
が
南
荘

の
代
官
に
な
っ
た
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
か
ら
数
え
て
も
約
五
〇
年
が
経
過
し
て
お
り
、
北

荘
に
限
れ
ば
一
五
世
紀
初
頭
か
ら
細
川
京
兆
家
領
で
あ
っ
た
。

（
66
）  　

註
（
1
）

（
67
） 　

天
野
忠
幸
『
戦
国
期
三
好
政
権
の
研
究
』〔
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
〇
年
〕、
同
『
三
好
長
慶
』

〔
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年
〕。

（
68
）　

註
（
6
）
天
野
論
文
。

（
69
） 　

註
（
67
）

（
70
） 　

註
（
6
）
天
野
論
文
。

（
71
）　

一
五
六
二
年
堺
発
、
パ
ー
ド
レ
・
ガ
ス
パ
ル
・
ビ
レ
ラ
よ
り
耶
蘇
会
の
パ
ー
ド
レ
及
び
イ
ル

マ
ン
等
に
贈
り
し
書
翰
〔
村
上
直
次
郎
訳
・
渡
邊
世
祐
註
『（
異
国
叢
書
）
耶
蘇
会
士
日
本
通

信 

上
』
聚
芳
閣
、
一
九
二
七
年
〕。

（
72
） 　
「
細
川
両
家
記
」〔『
群
書
類
従　

第
二
十
輯　

合
戦
部
』續
群
書
類
従
完
成
会
、一
九
五
九
年
〕。

（
73
） 　

註
（
71
）

（
74
） 　

註
（
3
）

（
75
） 　

一
五
六
五
年
八
月
二
日
付
、
飯
盛
発
、
パ
ー
ド
レ
・
ガ
ス
パ
ル
・
ビ
レ
ラ
よ
り
パ
ー
ド
レ
・

コ
ス
モ
・
デ
・
ト
ル
レ
ス
に
贈
り
し
書
翰
〔
註
（
71
）『（
異
国
叢
書
）
耶
蘇
会
士
日
本
通
信 

上
』〕。

（
76
） 　

註
（
3
）

（
77
） 　
「
天
王
寺
屋
会
記 

宗
達
茶
湯
日
記 

自
会
記
」〔
千
宗
室
編
『
茶
道
古
典
全
集 

第
八
巻
』
淡
交

新
社
、
一
九
六
七
年
。
初
出
は
一
九
五
九
年
〕。

（
78
） 　
『
堺
市
史 

第
二
巻 

本
編
第
二
』〔
堺
市
役
所
、
一
九
三
〇
年
〕。

（
79
） 　

註
（
78
）

（
80
） 　

年
欠
八
月
十
八
日
付
佐
久
間
信
盛
書
状
写
〔「
今
井
宗
久
書
札
留
」
所
収
、『
堺
市
史 

続
編 

第
五
巻
』
堺
市
役
所
、
一
九
七
四
年
。
以
下
同
〕。

（
81
） 　

註
（
4
）
朝
尾
直
弘
「
国
際
的
な
自
治
都
市
」。

（
82
） 　
「
天
王
寺
屋
会
記 

宗
及
茶
湯
日
記 

他
会
記
」
永
禄
十
二
年
正
月
十
一
日
条
〔
千
宗
室
編
『
茶

道
古
典
全
集 

第
七
巻
』淡
交
新
社
、一
九
六
七
年
。
初
出
は
一
九
五
九
年
〕。
以
下「
宗
及
他
会
記
」

と
記
す
。

（
83
） 　

續
伸
一
郎
「
町
を
囲
う
―
環
濠
」〔『
よ
み
が
え
る
中
世
都
市 

堺
―
発
掘
調
査
の
成
果
と
出
土

品
―
』
堺
市
博
物
館
、
二
〇
一
〇
年
〕。
續
氏
は
、
堺
全
体
を
囲
う
環
濠
は
永
禄
一
一
年
末
か

ら
翌
一
二
年
に
か
け
て
織
田
信
長
の
攻
勢
に
対
抗
し
て
構
築
さ
れ
た
（
註
82
）
と
考
え
て
い
る
。

（
84
） 　
「
萬
代
家
文
書
」〔『
山
口
県
史 

資
料
編 

中
世
二
』
山
口
県
、
二
〇
〇
一
年
〕。

（
85
） 　

註
（
6
）
天
野
論
文
。

（
86
） 　

桜
井
英
治
「
湊
・
津
・
泊　

都
市
自
治
の
系
譜
」〔
網
野
善
彦
責
任
編
集
『
朝
日
百
科
日
本

の
歴
史
別
冊　

歴
史
を
読
み
な
お
す
六　

平
安
京
と
水
辺
の
都
市
、
そ
し
て
安
土　

都
市
の
原

点
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
三
年
〕。

（
87
） 　

註
（
12
）

（
88
） 　

例
え
ば
三
宅
氏
に
つ
い
て
は
註
（
64
）
参
照
。
池
永
氏
に
つ
い
て
は
註
（
8
）
泉
論
文
参
照
。

（
89
） 　

註
（
17
）
開
口
神
社
編
『
開
口
神
社
史
料
』。
被
災
等
に
よ
っ
て
当
該
期
の
史
料
群
の
状
態

で
現
在
ま
で
変
わ
ら
ず
伝
来
し
た
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
天
文
期
以
後
の
一
六
世
紀
代
の
史

料
の
少
な
さ
は
前
代
ま
で
の
史
料
の
残
存
状
況
と
比
較
し
て
も
目
立
つ
も
の
で
あ
り
、
当
該
期

の
何
ら
か
の
変
化
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

（
90
） 　

開
口
神
社
の
大
祭
の
祭
礼
頭
人
は
、
一
四
世
紀
お
よ
び
江
戸
時
代
の
史
料
で
は
念
仏
寺
関
係

者
が
務
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
会
合
衆
が
そ
れ
を
務
め
て
い
た
の
は
中
世
後
期
特
有
の

状
況
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
註
（
7
）
参
照
。

（
91
） 　

註
（
45
）
稲
葉
論
文
に
お
い
て
、
中
世
後
期
の
有
徳
人
は
社
会
的
身
分
獲
得
の
た
め
に
従
来

の
荘
園
制
支
配
や
交
通
・
流
通
形
態
に
依
拠
し
て
い
た
た
め
、
戦
国
期
の
地
域
社
会
の
新
た
な

身
分
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
状
況
に
対
応
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
く
、
ま
た
交
通
・
流
通
形
態
の

再
編
に
直
面
し
た
た
め
、
土
地
支
配
へ
の
依
存
や
武
家
へ
の
被
官
化
、
新
た
な
流
通
拠
点
へ
の

移
転
な
ど
、
存
在
形
態
の
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
堺
の
有
力
商
人

の
動
向
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
遣
明
船
貿
易
に
従
事
し
て
い
た
池
永
氏
が
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一
六
世
紀
中
期
に
土
地
支
配
に
乗
り
出
し
て
い
る
こ
と
は
註
（
6
）
天
野
論
文
参
照
。

（
92
） 　

續
伸
一
郎
「
中
世
都
市 

堺
―
都
市
空
間
と
そ
の
構
造
―
」〔
中
世
都
市
研
究
会
編
『
中
世
都

市
研
究
一 

都
市
空
間
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
四
年
〕。
都
市
空
間
の
拡
大
・
緻
密
化
は
、

都
市
共
同
体
の
形
成
、
発
展
に
も
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。

（
93
） 　
【
史
料
7
】
で
は
、
天
王
寺
屋
津
田
宗
達（
宗
及
の
父
）が
茶
会
で
町
人
や
都
市
共
同
体
の

役
員
を
も
て
な
し
、
あ
る
い
は
自
身
が
町
人
の
一
人
と
な
っ
て
列
席
し
て
い
る
。
ま
た
【
史

料
4
】
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
、
今
市
町
の
「
与
四
郎 

せ
ん
」
が
後
の
千
利
休
に
、
舳

松
町
の
「
紹
鴎 

皮
屋
」
が
利
休
の
茶
道
の
師
匠
で
あ
る
武
野
紹
鴎
に
比
定
さ
れ
て
い
る
（
註

（
17
）『
開
口
神
社
史
料
』）。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
六
世
紀
中
期
以
降
に
経
済
や
文
化

の
主
役
と
な
っ
て
い
く
都
市
民
は
、
前
代
の
有
力
者
層
で
は
な
く
町
共
同
体
の
町
人
の
中
か
ら

生
成
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
94
）　

ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
「
堺
で
（
日
比
屋
）
デ
ィ
ア
ゴ
了
珪
の
娘
モ
ニ
カ
に
生
じ
た
こ
と
、
お

よ
び
彼
女
の
母
が
娘
の
死
に
先
立
っ
て
改
宗
し
た
次
第
」〔
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
『
日
本
史
』

第
四
巻
、
松
田
毅
一
・
川
崎
桃
太
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
〕。

（
95
） 　

法
華
宗
日
隆
門
流
は
三
好
元
長
の
「
位
牌
所
」
と
さ
れ
た
堺
の
顕
本
寺
を
擁
し
、
畿
内
か
ら

瀬
戸
内
・
東
九
州
を
経
て
種
子
島
に
至
る
教
線
を
戦
国
末
期
ま
で
維
持
し
て
い
た
が
、
そ
の
教

線
は
鉄
砲
や
焔
硝
、
琉
球
布
な
ど
の
流
通
ル
ー
ト
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
臨
済
宗
大
徳
寺
北
派

は
三
好
元
長
の
菩
提
所
と
し
て
三
好
長
慶
が
堺
に
創
建
し
た
南
宗
寺
を
擁
す
る
が
、
近
世
初
期

ま
で
の
南
宗
寺
の
歴
代
住
持
は
琉
球
と
の
関
係
を
有
し
て
い
た
。
両
派
は
荘
園
制
的
な
交
通
・

流
通
体
系
と
は
異
な
る
独
自
の
遠
隔
地
交
易
ル
ー
ト
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
三
好

権
力
と
有
力
商
人
を
惹
き
つ
け
、
結
び
つ
け
る
一
つ
の
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
註

（
6
）
天
野
論
文
、
同
『
増
補
版 

戦
国
期
三
好
政
権
の
研
究
』〔
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年
〕

参
照
。

（
96
） 　

註
（
6
）
天
野
論
文
。

（
97
） 　

註
（
82
）

（
98
） 　

織
田
権
力
が
畿
内
進
出
後
に
い
ち
早
く
重
要
都
市
の
掌
握
を
志
向
し
、
都
市
や
流
通
の
支
配

に
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
鈴
木
良
一
『
織
田
信
長
』〔
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
〕
を
は

じ
め
多
く
の
指
摘
が
あ
る
。

（
99
） 　

堀
新
「
織
田
政
権
と
堺
―
今
井
宗
久
を
中
心
と
し
て
―
」〔『
比
較
都
市
史
研
究
』
六
―
二
、

一
九
八
七
年
〕。

（
100
） 　

朝
尾
直
弘
「
織
豊
期
の
堺
代
官
」〔『
朝
尾
直
弘
著
作
集
第
三
巻　

将
軍
権
力
の
創
出
』
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
。
初
出
は
一
九
七
二
年
〕。

（
101
） 　

註
（
80
）「
今
井
宗
久
書
札
留
」
所
収
。

（
102
） 　

元
来
、
南
荘
の
支
配
は
安
宅
神
太
郎
が
担
当
し
、
今
井
宗
久
は
北
荘
を
担
当
し
て
い
た
は
ず

だ
が
、
こ
こ
で
は
今
井
氏
が
南
荘
の
町
共
同
体
を
相
手
と
し
て
い
る
。
有
力
商
人
で
あ
る
今
井

宗
久
の
堺
内
で
の
優
位
性
を
利
用
し
、
臨
機
応
変
に
支
配
を
進
め
た
一
例
と
推
測
し
て
お
く
。

（
103
） 　

註
（
58
）

（
104
）　

谷
口
克
広『
織
田
信
長
家
臣
人
名
辞
典 

第
2
版
』〔
吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
〇
年
〕「
松
井
友
閑
」

の
項
。

（
105
） 　

川
崎
喜
久
子
「
織
田
政
権
下
の
堺
―
松
井
友
閑
の
役
割
に
つ
い
て
―
」〔『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

九
二
、一
九
八
一
年
〕。

（
106
） 　

註
（
100
）、
註
（
99
）。

（
107
） 　

青
柳
勝
「
織
田
政
権
下
に
お
け
る
堺
衆
―
津
田
宗
及
の
従
属
を
め
ぐ
っ
て
―
」〔『
國
學
院
大

學 

大
學
院
紀
要
―
文
学
研
究
科
―
』
一
七
、一
九
八
六
年
〕。

（
108
） 　
「
宗
及
他
会
記
」
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
三
月
二
十
四
日
条
、「
信
長
茶
会
記
」〔
註
（
77
）

『
茶
道
古
典
全
集 

第
八
巻
』
所
収
〕。

（
109
） 　

肯
定
的
な
論
考
と
し
て
『
堺
市
史
続
編 

第
一
巻
』〔
堺
市
、
一
九
七
一
年
〕
及
び
註
（
107
）、

否
定
的
な
論
考
と
し
て
註
（
99
）
を
挙
げ
て
お
く
。

（
110
） 　

註
（
12
）

（
111
） 　
（
七
六
七
）
摂
津
荒
木
村
重
宛
黒
印
状
〔
奥
野
高
広
『
織
田
信
長
文
書
の
研
究 

下
巻
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
八
八
年
〕。

（
112
） 　
「
宗
及
他
会
記
」
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
五
月
二
九
日
条
。

（
113
） 　

註
（
11
）

（
114
） 　

註
（
1
）

（
115
） 　

註
（
2
）

（
116
） 　

註
（
9
）

（
117
） 　

伊
藤
俊
一
『
室
町
期
荘
園
制
の
研
究
』〔
橘
書
房
、
二
〇
一
〇
年
〕。

（
118
） 　

註
（
40
）

（
119
） 　

秀
吉
に
よ
る
こ
れ
ら
の
処
置
を
自
治
の
解
体
や
支
配
の
強
化
の
画
期
と
評
価
す
る
研
究
は
多

い
。
註
（
100
）、
註
（
99
）、
註
（
4
）
朝
尾
直
弘
「
国
際
的
な
自
治
都
市
」。

（
120
） 　

及
川
亘
「
中
・
近
世
移
行
期
の
都
市
商
人
と
町
」〔
勝
俣
鎮
夫
編
『
中
世
人
の
生
活
世
界
』

山
川
出
版
社
、
一
九
九
六
年
〕、
註
（
58
）

（
121
） 　

註
（
15
）

（
122
） 　

註
（
15
）

（
一
般
財
団
法
人
今
治
文
化
振
興
会 

今
治
城
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
協
力
者
）

（
二
〇
一
六
年
一
月
二
五
日
受
付
、二
〇
一
六
年
五
月
三
〇
日
審
査
終
了
）
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Muromachi Period to the Period of the Ascendancy of Oda Nobunaga : 
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This paper examines the feudal and autonomous regimes and their shifts in Sakai from the late Mu-

romachi period （the late 15th century） to the period of the ascendancy of Oda Nobunaga （the late 16th 

century）. This century was a transitional period from medieval to early modern, when the social regime 

changed drastically, as represented by the shift from the manorial system to the township system. Like-

wise, in Sakai, it has been observed that after Sakaikita-sh  and Sakaiminami-sh  （Northern and South-

ern Sakai Manors） were established, township communities emerged as the basis of the early modern 

city. Thus, it is important to inquire into the process of changes in the municipal regime to reveal how 

these basic units were integrated and developed into a new municipal regime.

The results of the analysis indicate a shift from a feudal regime based on the manorial system devel-

oped under the framework of Sakaikita-sh  and Sakaiminami-sh  to a society characterized by territorial 

autonomy based on township. The watershed in this shift was the spread of the autonomous territorial 

regime around the city in the mid-16th century. This shift in the social regime was accompanied by major 

changes, such as the change of authorities and the replacement of dominant merchants （eg sh ）. The 

development of the autonomous territorial units （town authorities） at that time also seems to have con-

tributed to the construction of moats as a symbol of autonomy as well as the development of Sakai into 

a “place of peace,” as a missionary of the Society of Jesus described it. Moreover, this analysis suggests 

that the municipal regime which had been established and changed in different ways in the mid-16th cen-

tury formed the basis of the early modern municipal regime in the late 16th century and thereafter.

Key words: Sakai, Transitional period from medieval to early modern, Municipal regime, Shift/change, 

Autonomy 


